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────────────────── 

   午前10時00分 開議   

○議長（多田勉君）  おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

────────────────── 

   日程第１ 一般質問   

○議長（多田勉君）  日程第１、一般質問を行

います。 

 その前に、本日の欠席の届出議員は、13番菊

池由紀夫議員であります。 

 それでは、日程第１の一般質問を行います。

順次質問を許します。２番菊池美之議員。 

   〔２番菊池美之君登壇〕 

○２番（菊池美之君）  議席番号２番、菊池美

之でございます。 

 質問に先立ちまして、先日３日の日曜日に行

われました第17回の市民健康講座、こちらのほ

うに出席させていただきました、副市長も最前

列で聞かれていましたけれども、終末期医療、

あるいは、その介護についてのお話でありまし

た。あらかじめ家族と話し合っておくことで、

そのときが来ても安心して旅立てるという内容

のものでしたけれども、これは誰もが経験する

ものだと、誰もが迎えるものだと思います。自

分が、あるいは、自分の家族がそういう状況に

なったときにどうしようかと考えさせられた一
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日でありました。 

 それでは、通告書に従いまして、一問一答方

式で大項目２点について質問いたします。 

 まず、大項目の１点目であります。 

 県立遠野病院との連携についてであります。 

 今般、11月に各地区で遠野病院と地域の懇談

会が開催されました。コロナ禍で今まで中断し

ていたわけですけれども、３年ぶりの開催とい

うことでありました。その懇談会の中で、次の

ような相談が寄せられております。 

 ９月初旬のことでありましたが、80代高齢の

御主人が、深夜に39度に近い発熱で救急搬送と

なり、奥さんも付き添い、同乗して診察を受け

ました。コロナ感染と診断され、治療が終わっ

たのが深夜午前２時だったそうであります。医

師からは、重症ではないと思われるので帰宅し

てくださいと言われ、タクシーを呼ぼうとしま

したが、深夜の時間帯は稼働していません。看

護師に、夜が明けるまでどこかで休ませてほし

いと要望いたしましたけれども、そのような決

まりはないと帰宅を余儀なくされてしまいまし

た。家族は県外にいるため、迎えを呼ぶことは

かなわず、２人は２時間かけて徒歩で帰宅した

とのことでした。ふらつく御主人を支えながら

歩くしかなかった。帰宅途中に万一事故に遭遇

したらどうなっていたか。このような場合どう

すればよいでしょうかといったような質問がか

けられました。 

 院長先生は、この話を聞いて、事態の深刻さ

に早急に検討しますとの回答がありました。 

 関係者の話では、今まで救急搬送された患者

さんは、必ず身内の方が迎えに来ていたようで

すが、身寄りのない方が救急搬送された場合、

コロナの２次感染リスクを抱えながら命のセー

フティーネットはどうあるべきかと。 

 今はお二人とも元気に過ごしておられますが、

どんな思いで夜の道を２時間歩いたのか、お二

人の気持ちを思うと切なくなり、事故がなかっ

たことが唯一の救いだったと思っております。 

 翻って、地域づくりの中での支援体制はどう

なっているのかと。真夜中ということもあり難

しいものではありますが、第８期ハートフルプ

ラン2021、こちらでは地域ケア会議の開催によ

る課題の発見、解決をうたい、誰もが安心して

暮らせる地域共生社会の実現を目指しています。 

 地域では、社会福祉協議会、丸ごと相談員さ

んを中心に高齢者の見守り支援など、共助の考

えから日常生活を支える取組が進められていま

す。独り暮らしの高齢者を見守るために地域支

援者制度があり、日頃からの声かけによる家族

同様の見守り応援が行われています。 

 第８期ハートフルプランも今年度が最終とな

り、新たな第９期プランが策定されると聞きま

した。新型コロナは５類に移行し感染者も減少

していますが、感染の脅威が続く中で、高齢者

の見守り支援についてどうあるべきか、市長は

どのように考えますでしょうか。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  おはようございます。

本日もよろしくお願いいたします。 

 今朝の新聞で、岩手県が出した政策、給料賃

上げの部分の補助の話題の記事が載っておりま

した。非常に今の時勢を捉えたいい政策ではな

いかというふうに感じました。詳細はまだ分か

りませんので、感想としてお話をいたしました。 

 今、美之議員がお話しした深夜のこと、本当

に大変なことだと思います。これまでもそうい

う例はあって、職員さんが最初に対応したとき

は、職員さんが深夜までずっと付き添って送っ

たりしたこともあるようです。あとは、車の免

許のある方には救急車に同乗せずに向かっても

らうとか、乗られるときの救急搬送する前の段

階での話とかいろいろあります。あらゆる対応

をしていかなければいけないだろうと思います

が、遠野病院と懇談会が開かれて、本当は病院

で待機できるのが一番いいと思いますので、院

長先生が前向きな回答を頂いたということは、

本当によいことだなというふうに感謝したいと

思います。 

 遠野病院に限らず、市内の医療機関とは在宅

医療・介護連携推進事業として、住み慣れた地
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域で生活を続けるために必要な連携を図ってお

ります。今後も、課題に応じて連携、協議の場

を設けて対応していきたいと思うんですけれど

も、昨今は地域の丸ごと相談員さん、この活動

がやはりすばらしいと思います。包括支援セン

ターを中心として活動しているわけですけれど

も、年に１回の報告会を聞きますと、本当にす

ばらしいなと思っていつも感心しております。 

 そのほか、当市で取り組んでいることがあり

ますので、詳細について、健康福祉部長のほう

から答弁をさせます。 

○議長（多田勉君）  菊池健康福祉部長。 

   〔健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地

域包括支援センター所長菊池寿君登

壇〕 

○健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地域包括

支援センター所長（菊池寿君）  命により、高

齢者の見守り支援について答弁いたします。 

 現在、第９次遠野市高齢者福祉計画、第９期

介護保険事業計画の検討を進めております。こ

の計画では、認知症対策の推進、介護予防の推

進、地域包括ケアシステムの深化の３つが国の

方針として求められており、令和６年度から令

和８年度までの３年間の介護給付費の見込みと

併せ、この３つの方針についての検討も進めて

おります。 

 高齢化が進む社会では、高齢者が可能な限り

住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために

は、支える側、支えられる側という関係を超え

て、地域住民や多様な主体による介護予防や日

常生活支援の取組を促進する地域包括ケアシス

テムをより一層推進、深化させる必要がありま

す。 

 相談体制としましては、地域包括支援セン

ターを中心とした対応をしつつ、丸ごと相談員

を各地区へ配置し、どのような相談も対応する

体制を取っております。 

 また、丸ごと相談員は生活支援コーディネー

ターの役割も担っており、地域における住民相

互の見守り支援体制の構築に向けて、各地域づ

くり団体や民生委員と連携しながら、地域の取

り組みを支援しております。 

 地域包括支援センターが所管する地域ケア会

議では、地域ごとに共通する課題などについて

関係者間で協議を進め、必要に応じて政策提言

や地域独自の取組を支援していきたいと考えて

います。 

 日常生活の見守り支援サービスとしては、食

の自立支援、配食サービス事業があり、要件を

満たす対象者に対して、お弁当の配達も兼ねて

見守り支援を実施しております。 

 ひとり暮らし高齢者等地域生活サポート事業

では、緊急通報装置の設置、コール対応のほか、

定期的な安否確認を行っております。 

 外出支援としては、一般の交通機関を利用す

ることが困難な要介護認定者、車椅子や寝台移

動などの認定者に対し、医療機関を受診する際

などに利用できる移送支援サービスを実施して

おります。 

 いずれにしましても、今回、御紹介いただい

た事案も踏まえまして、高齢社会における見守

り支援については、限られた支援の中でどのよ

うな体制、支援を図ることができるか検討を続

けていきたいと考えます。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（多田勉君）  ２番菊池美之議員。 

   〔２番菊池美之君登壇〕 

○２番（菊池美之君） 今、市が進めるより組

み、こういったところが、この議会の場所でも

明らかになっていくということで、やはりもっ

と市民の皆さんに、こういった取組を伝えてい

く機会を私自身も持っていきたいなというふう

に、今、感じたところであります。 

 それでは、もう一つ質問を続けてまいります。 

 遠野病院は、本市を中心といたしまして、隣

接の花巻市、大迫町と住田町の一部を含む地域

を主な診療圏としております。当該地域の人口

約３万人を対象とした総合病院として位置づけ

られております。 

 また、当病院は、レスパイト入院といって、

在宅で療養される患者さんを入院医療の必要が

ない場合でも、病院で短期間入院させるシステ



－ 76 － 

ムがあります。ご家族の事情で一時的に在宅看

護が困難になった場合に、医療保険を適用して

入院させることができるとされております。 

 懇談会の中では、看護師長さんから、寄り添

う医療を心がけ、日々の研さんを個人のみなら

ず組織としても行っていますよという話があり

ました。透析治療を施す市内唯一の病院であり

ますけれども、患者さんからは、看護師の対応

がすばらしいと評価もされております。人手不

足で困難なことかもしれませんが、可能な限り

このような懇談の場を持つことによって、市民

の理解が深まっていくのではないかと思います。 

 市民の命を守る最後のとりでであり、寄せる

期待が大きい分だけクレームもあると聞きます

けれども、働く医師も看護師も事務職員も同じ

遠野市民であります。遠野病院の運営について

市民の理解促進は大切なことだと、相互の思い

を伝える場があることで医療体制の充実につな

がっていくものだと、今回の懇談会に参加して

思いを巡らせたところであります。 

 第２次総合計画後期基本計画では、健康づく

りの推進政策の中で、医療体制の充実を掲げて

いますが、今、福祉部長からもお話もありまし

たし、そのとおり進められていることと思いま

すけれども、市民の理解促進策として、当病院

との連携については、どのような見解をお持ち

か伺います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  懇談会は本当にいい機

会だと、改めて感じました。 

 遠野市の基幹病院である岩手県立病院との連

携については、前日の高齢者の見守り支援にお

ける連携に加えて、同病院が実施する地域懇談

会を共催させていただいているということを改

めて申し上げますが、遠野病院の運営について、

理解促進、健康講座を通じた市民の意識の向上

を図るということは、非常に重要だというふう

に思います。 

 医療体制の充実については、日常の疾病管理

や健康に関する悩み等を相談できる、いわゆる

かかりつけのお医者さん、地域の急性期、それ

ぞれの医療の中枢であります基幹病院のこの２

つになるわけですけれども、その役割というの

は、それぞれ大きいものです。これらを連携し

ながら、しっかりと機能していくということが

大切だということが基本だというふうに思いま

す。 

 さらには、新型コロナワクチンをはじめ各種

のワクチン接種、これらの実施や病児等保育施

設の運営等、在宅医療をはじめとする介護・保

健予防の様々な面で連携を図っております。こ

れらの取組については、遠野テレビや広報遠野

で適宜、市民の皆様に周知を図っているところ

であります。 

 一方では、遠野医師会、遠野歯科医師会との

連携、協力、これは非常に円滑にさせていただ

いているところでありまして、講座を開催した

疾病予防、それぞれの理解を促進するための

様々な努力をしていただいているというところ

であります。休日、困ったとき、当番医の制度

をしっかりと取っていただいております。非常

に、それこそワクチン、休日当番医、そのほか

コロナの検査とかいろんなことで、医師会、県

立病院の遠野病院と円滑に連携をさせていただ

いたなということを改めて感じております。 

○議長（多田勉君）  ２番菊池美之議員。 

   〔２番菊池美之君登壇〕 

○２番（菊池美之君） 連携、あるいは理解促

進、こういったところで、やはり自分たちのお

らほの病院だと言ってもらえるような、今でも、

やっぱりそれだけ頑張っていただいているとい

うのは、この前の講座の中でも、やっぱり医師

会の皆さんが前列に並ばれて、本当に私たちは

そこに頼っているなという思いが強くありまし

た。そういったところを、やはり我々も理解し

ていかなければならないし、そういったことを

伝えていかなければならないなということを強

く思ったところでございます。 

 それでは、大項目の２点目、観光地域づくり

法人の役割発揮について質問いたします。 

 ６月の定例会におきまして、観光地域づくり
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法人、観光政策の司令塔となるＤＭＯと観光マ

ネジメントボード遠野との関連について質問い

たしまして、市長からは、ＤＭＯの母体となる

組織であり、ＤＭＯの意思決定機関として、住

んでよし、訪れてよしのまちづくりを進めると

回答がありました。 

 本市も、この観光マネジメントボード遠野の

構成員となりますけれども、このたび、遠野ふ

るさと商社が登録ＤＭＯの一歩手前となる候補

ＤＭＯに認定となりました。情報発信の在り方、

あるいは地域との関わりについて、マネジメン

トボードは、ＤＭＯの母体としてどのように支

えてきたのか伺ってまいります。 

 まず、情報発信や来訪者の分析についてであ

りますが、観光協会のホームページのみならず、

ＳＮＳ、ソーシャルネットワーキングサービス、

こちらを多用していると聞きました。今まで、

観光に関わる宣伝は、観光スポットの情報を新

聞、テレビ、ラジオなどで発信するという手法

が多かったわけですが、インスタグラムという

情報発信手段を用いて、費用をかけずに宣伝し

ている点が特徴的かと思います。内容を見ると、

遠野のお祭りだけではなくて、食堂や居酒屋、

あるいは産直施設であったり、新しい素材が発

信されているなと感じたところであります。 

 インスタントのテレグラム、いわゆる即席の

電報という意味があるようですけれども、これ

を採用したことで、来訪者の動向に変化は見ら

れたのか。 

 私は、ある産直のインスタグラム動画を拝見

しましたが、お客様の目線で臨場感があって、

これを買うならあそこかと思えるような内容で

ありました。ある産直では、出品した精肉がそ

の日のうちに売り切れるという話を聞いたこと

があります。 

 遠野市観光推進基本計画によりますと、来訪

者の平均消費単価は、日帰りで4,500円、宿泊

で１万3,500円となっています。つまり、日帰

り客は平均4,500円、宿泊客は平均１万3,500円

を遠野で使ってくれているということですが、

この消費を促すＳＮＳ発信が行われている。Ｓ

ＮＳ発信は一度見聞きすれば終わりではなくて、

それが次から次へと拡散するものですから、費

用をかけずに宣伝できるということもあり、遠

野への訪問に好影響があるなら、この磨き上げ

が有効な発信手段となっていまいります。 

 観光客の反応や消費の動向について、市長は

現時点でどのように評価しているのか伺います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  いいです、とても。遠

野のＳＮＳ発信、インスタグラムとか見るのは

もう大好きですという感想なんですけども、こ

れまで若干遅れ気味だったんですけど、どんど

んインスタグラムが使われるようになっていっ

て、追いついて、今度は追い越せというところ

です。私もできる限り遠野の商品とかお店とか、

いろんなイベントを発信して宣伝していきたい

なというふうに思います。 

 散歩していたり、時々行ったりしながら、こ

の間、市長さんが発信したやつを見てお客さん

が来てくれたよとか言われると、とてもうれし

くて、張り切ってもうちょっと宣伝しなくちゃ

と思ったりしていることもあります。 

 そして、何よりも、私、最近いいなと思うの

は、市民の皆さんがＳＮＳを通じてそれぞれの

イベントを発信してくれるので、市内のことが、

イベントとか状況が分かるんです。行けないイ

ベントもありますので、そういうときもそれを

見て分かるんです。だから、そういうところも

いいなと。市内のことをさらにみんなで知り合

うという点でも非常にすばらしいというふうに

思います。 

○議長（多田勉君）  ２番菊池美之議員。 

   〔２番菊池美之君登壇〕 

○２番（菊池美之君） 今、市民の皆さんが発

信してくれていると市長も話しておられますけ

れども、シルバー人材センター、こちらでＳＮ

Ｓ講習会が行われているんですけれども、シル

バーの会員さんも、お孫さんとテレビ電話がで

きるということで、ＬＩＮＥの登録者が、増え

ている状況でございます。 
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 使ってみると簡単だということで、こんな便

利なものだったのかと。ＳＮＳを使うと、もし

かして詐欺に合うんじゃないかとか、そういっ

た不安な部分ばっかりあったんですけれども、

これを使うとこんなに簡単にお話ができますよ

というようなことで、大分、理解が広がってき

ているかなというふうに感じたところでありま

す。 

 続いての質問ですけれども、ＤＭＯと連携す

る郷土芸能協議会に、ワーキンググループとい

うチームがあります。この活動について伺って

まいります。 

 遠野まつりでは約60の郷土芸能団体が出演す

るわけですが、祭りの前にＳＮＳ講習会を実施

して、自分たちの演舞は自分たちで発信しよう

という試みがなされたようであります。 

 以前にテレビで、山あいの集落に伝わる神楽

伝承に、Ｉターンしてきた高校生が取り組んだ

ドキュメンタリー番組を見たことがありますが、

なぜ神楽に打ち込むのか、そこまで真剣になれ

る理由は何かと。人前で自分の踊りを披露する

のは初めての体験だったと思うのですが、踊り

終えた後の達成感というか、高揚感というか、

何か爽快な笑顔が印象的でありました。 

 郷土芸能の伝承には、新たな担い手の参加が

欠かせないものだと思っております。ワーキン

ググループでは、７月に市内中学校に出向きま

して、郷土芸能についてのヒアリングを実施し

ていますけれども、生徒たちの郷土芸能に対す

る思いはどのようなものだったのか、市長は聞

いていましたでしょうか。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  郷土芸能協議会のワー

キンググループ、すばらしいです。井戸端会議

から若い人たちが発生していって、みんなで自

主的にやろう、そういう形でできていったもの

です。 

 各地域のお祭りであるとか、様々な部分で、

様々な面にワーキンググループの人たちの影響

とか、貢献が分かるような感じになってきて、

本当によかったなと思います。 

 さらに中高生、若い方々へも波及効果をもた

らそうとしてるところが、またすばらしい。そ

して、どちらかというと中学生が主力になって

郷土芸能を今までも引っ張ってきたし、これか

らもそうだと思うんですけども、アンケートを

実施した、ヒアリングを実施したと。今後も続

けたい、郷土芸能は遠野の宝、この意見のほか

に、各世代が交流できる機会や、中学生が小学

生に教える機会の創出になる、子どもの継承者

を増やすだけでなく、指導者や親世代の参加も

増やしてはどうか、これはいい提案です。その

ほか、いつどこで練習しているか教えてほしい、

もっと発信してほしい、参加型にするべきだと

いうことです。それと、高校に進学したら、部

活動や勉強のため続けられないからみたいな意

見もあったということです。 

 これらの意見を受けまして、遠野市では、遠

野市郷土芸能協議会や学校関係者とともに、郷

土芸能の出演の機会、郷土芸能を知ってもらえ

るような機会をできるだけ多くつくっていきた

い。多くの世代が広く郷土芸能に参加し続けら

れるようにしていきたいと考えております。 

○議長（多田勉君）  ２番菊池美之議員。 

   〔２番菊池美之君登壇〕 

○２番（菊池美之君） この郷土芸能ですけれ

ども、私もある団体に所属していますが、人前

で踊るのが恥ずかしいという思いがずっとあり

ました。ただ、そんな中で感動を覚えたのは、

踊りの達人、多くの場合は、高齢者ですが、子

どもたちに教える姿、年季の入った玄人技を子

どもたちに教える姿です。 

 先ほど市長も、中学生が小学生に教える、そ

のとおりなんです。そういったことがあるんで

すけれども、嫌だ、嫌だと言いながら、子ども

たちは２週間もすると立派な踊り手になってお

ります。踊りの達人は決して叱りません。自分

の孫に教えるように自分の踊りを見せまして、

できたときには筋がいいと褒めてあげます。子

どもたちは大人に混じって、何か地域の一員に

なったような、新たな家族ができたような、そ
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んな雰囲気に包まれます。 

 先ほど、市長もおっしゃいましたけれども、

郷土芸能は世代間交流の最たるもので、地域づ

くりの源であると。親から子へ、そして孫へと、

脈々と数百年にわたって受け継がれてきたふる

さと遠野の宝物と称されるゆえんがあるわけで

す。 

 郷土芸能協議会ワーキンググループ、これを

受け継ぐ仲間を増やそうとホームページで働き

かけたようですが、その結果、どういった成果

が得られているのか。あるいは、マネジメント

ボードでは、郷土芸能への参加を促す中で、交

流人口の拡大を目指しており、このことは、地

域づくりを観光資源として、「見る」から「す

る」への取組を進めております。郷土芸能に着

目したコト観光といいますか、この取組を市長

はどう評価しておられますか。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  コト観光というのは、

要するにちょっと遡ると着地型観光とか、いろ

んなどういうアクティビティーをするかとか、

アクティビティーメニューとかそういうものを

つくろうというところで、もう十数年前から言

われてきたところですが、遠野では、アクティ

ビティー、コトの観光の中で、どういったもの

に力を入れていくかということが意外と絞られ

ない状態できたと感じていました。 

 そこに、やっぱり郷土芸能が、今のようにい

ろんな方が参加できるとかというところになっ

てきた。これは本当にすばらしいなと。とにか

く私はもう郷土芸能が大好きなので、できれば

参加したいと思っているんですけど、全体を見

るのはこれ本当にぜいたくなことです。遠野ま

つりはぜいたくだなというふうに思っています。

これ一ファンとしての感想になっています。い

いです。すばらしいです。 

○議長（多田勉君）  ２番菊池美之議員。 

   〔２番菊池美之君登壇〕 

○２番（菊池美之君） ほかではまねできない

遠野の宝物を発信するこの新たな試み、新しい

というか、前からやってきたんですけれども、

実際に若い人たちがそうやって自分たちも発信

しようとなってきたというこの試みが、ＤＭＯ

認定に大きく貢献していると思うのですが、今

後、登録ＤＭＯに認定された後の構想について

伺います。 

 国が定める観光振興支援メニュー、いわゆる

補助制度ですけれども、これは幾つかありまし

て、例えば、国土交通省のメニューには、地域

経済循環創造事業の交付金があります。地域資

源を生かした経済の循環効果を生かす取組を後

押しする制度であります。 

 遠野駅前や、あるいは宮守新町商店街といっ

た中心市街地の整備や、店舗誘致にデジタル技

術などを活用する、こういったことで先進的な

アイデアがあれば、これを応援する制度であり

ます。商店街の活性化を促すためにも、国の補

助制度はどんどん活用していくべきだと思いま

す。 

 また、ここ数年、教育旅行などで、市内でも

農家民泊、農泊が増えていますが、農山漁村発

イノベーション対策と称しまして、古民家を活

用した滞在施設の整備等、こういったものを一

体的に支援する制度もあります。 

 既に受託している事業もあると聞きますけれ

ども、今後、国の支援を活用したまちづくりに

ついて、観光マネジメントボード遠野の構成員

である本市として、市長はどのようなメニュー

への申請を考えているのか伺います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  メニューの数を上げる

と、今、狙っているところは、数多くあります。

その中でも、例えば、高清水高原の展望台の辺

りの駐車場とか、キャンプ場の整備とか、そう

いったものはやるべきだと。できれば、下から

歩いて登れるようにというところまでやってい

きたいなと。これ、松崎地区センターで、井戸

端会議の中でも地域の皆様からもこういう要望

の声もありましたので、これから具体的な計画

を立てるについては、松崎地区センターのほう
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にも連絡をして、いろいろ意見を頂いて、地元

と一緒につくっていきたいなというふうに思っ

ています。 

 それと、あとは自動運転ですか。自動運転の

メニューは国交省だけじゃなくて、観光のほう

でもあります。例えば、今、いろんな、どうい

うところで使えるかというのを洗い出しする中

で、カッパ淵、伝承園のところからカッパ淵に

行く間も使えるだろうし、千葉家が今度できて

きます。千葉家で駐車場に止めます。足の悪い

方、お年寄りは登るのが大変です。だとすると、

自動運転で上に車でお送りして、上で回って帰

ってくるとかそういうこともできますし、あと

は、例えば、地区センターとその周辺みたいな

形でもできますし、どこかのモデル地区をつく

りながらやっていきたいなというのが今のとこ

ろの考えです。 

 それから、中心市街地という話をされました

けど、商店街、中心市街地は私は各地域にある

と思っているんです。ですから、遠野の駅前だ

けが今までは中心市街地だったんですけど、私

はもう絶対それじゃないと思っていて、それと

宿場町というものが重なって、そこに郷土芸能、

要するに鎮守のお祭りと郷土芸能、その地域の

お祭りというものがあって、そこのところで地

区センターを絡めた地域の交通ができていけば、

いろんな観光客も地域の方々だけじゃなくて使

えるようになっていくかなとか、そのモビリテ

ィーの部分、それと中心市街地としては、もう

以前、大三郎議員が100億以上使ったという話

をされてました。そういう形でのやり方という

のは考えていません。 

 ＴＲＣというのをこの間、財団をつくりまし

た。もう機能し始めております。近々、ちょっ

とこれお楽しみなんですけども、１件開く予定

もあります。決まりそうらしいので、ちょっと

私からは発表しないで、担当のほうから後日発

表していくと思います。そういったところの具

体的な実践という形で、中心市街地というもの

は活性化を図っていきたいなというふうに思い

ます。 

○議長（多田勉君）  ２番菊池美之議員。 

   〔２番菊池美之君登壇〕 

○２番（菊池美之君）  昨日ですか、うちの先

輩議員からもありましたけれども、境港の水木

ロードも、本当にそれほどお金をかけていると

いうわけではないんですけれども、目で楽しま

せるような影絵が出てきたりとか、いろんなラ

イトアップの仕方によっても全然違っていると。

めがね橋、特にもそうですけども、そういった

ものの見方もあるし、今、モビリティーという

ことで、自動運転、新しいモデル事業を展開し

てみようかといったような市長の発言、こちら

のあたり、今後も注視していきたいなとは思っ

ております。 

 それで、やはり一番根幹は地域の皆さんの意

向です。これが十分尊重されるべきであります

し、その中で何ができるのかといったようなこ

とを、私も一緒に考えていきたいなというふう

に思ったところであります。 

 今回のＤＭＯ認定に際しまして、ふるさと商

社は、遠野の新しいブランドづくりを進めると

報道がありました。同社では、日本全国、海外

からも特別な存在になり得る地域として、遠野

の魅力を発信したいと述べております。 

 私も、遠野が特別な存在であると信じており

ます。遠野物語が生まれるずっと前から、日本

各地では、不可解な出来事を得体の知れない魔

物、妖怪の仕業とし、様々なおきてや習わしを

生活様式に取り入れてきました。天変地異や、

あるいは、はやり病があればそれは魔物の仕業

とし、神物に対する不徳の報いとし、怒りを鎮

めるために人々は手を合わせたのだと思います。

科学が進歩した今日においても、その風習を色

濃く残しているのが遠野でありまして、このこ

とは日本人のルーツと重なるものがあるのだと

思います。 

 私の母親は、口癖のように「おらの若い頃は」

と話したがります。またかと思うのですが、物

のない時代を生き抜いた思いというか、危機感

のようなものを感じることがあります。 

 遠野市観光推進基本構想に掲げる「語りたく
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なるわけがある 物語が生まれるまち」、山あ

いの田園風景、自然景観を懐かしむとともに、

日本人のルーツを語るその言葉を聞きたい。自

然に対する畏敬の念とともに、文明に頼り切っ

ている自らを省みたいと、そういう思いがこの

地へ足を運ぶきっかけになっている。遠野はま

さしくリアルジャパンそのものだと私は思いま

す。 

 子や孫に伝え残したいという人生の達人の思

いを、来訪者にも少しだけ分けてあげる、そん

な地域づくりが遠野ではできるし、遠野だから

こそしなければならないことだと思うのです。 

 こども本の森を造ってくれた安藤忠雄先生は、

「過去を学び、今を考え、未来を創造する」と

いう言葉を残してくれました。民話だけではな

い、人生の達人が語る個人の歴史や営みを聞き、

今の世の中を見つめ直すことで未来の生き方を

デザインしてほしいと。遠野が持つべき観光の

スタイルは、まさしく「語りたくなるわけがあ

る 物語が生まれるまち」に集約されるのでは

ないか。 

 特色ある持続可能な地域づくり、これを実現

させるためにも、ＤＭＯや母体となって支える

マネジメントボードの取組は重要性を増してい

きます。住んでよし、訪れてよしの観光まちづ

くりについて、市長が遠野市観光推進基本計画

に込めた思いを改めて伺います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  今、議員おっしゃった

とおりなんです。遠野というところはそういう

ところです。観光マネジメントボード、ここに

かける期待というのは行動です。実行。 

 そして、この基本計画を策定するに当たって

は、まず、マーケティングをしていただいたと。

計画とそういうストーリーは違うので、マーケ

ティングをしていただいた。何がブランディン

グを引っ張る言葉になるのかとか、どういうこ

とが遠野のブランディングを引っ張るものにな

るのかということを、まずその中から抽出して

いただいた。やっぱりカッパとか妖怪というの

はすばらしく高い数値になるわけですけども、

それらを強調してアピールしていくと、ブラン

ディングして。そこから始めましょうというこ

とでした。 

 遠野人としては、あれもいい、これもいいと

なるので絞ると言われるとなかなか大変なんで

す。でも、これはデータとして観光客の方に見

せるためには、引っ張るためにはここからいき

ましょうというところから入っています。 

 その中で、私が最も重要だと思うことは、計

画は今までも幾つもありました。観光に限らず、

例えば子育てするなら遠野だったり、例えば医

療のことだったり、計画はありました。でも、

行動を実際にやらなければ意味がないんだとい

うことなんです。だから、全ての計画は実際に

やるためにあるということです。 

○議長（多田勉君）  ２番菊池美之議員。 

   〔２番菊池美之君登壇〕 

○２番（菊池美之君） 実行、誰がやるかとい

うことを考えていきましょうという話だったと

思います。 

 カッパや、あるいはビールといったキーワー

ド、自然景観といったようなキーワードはあり

ますけれども、それを語り伝える、やっぱりそ

ういった仕組みが必要であろうということだと

思います。 

 観光の語源ということで考えますと、その地

の生活文化、暮らしぶりが輝いて魅力的に見え

ること、まさしくこれは、住んでよし、訪れて

よしのまちづくりにつながってくるのではない

かと思います。 

 前段で私がお話ししました共助の取組、共に

助けるという意味は一方通行のものではありま

せん。高齢者の強みである過去の知見を頂きな

がら、交通弱者としての弱い部分を補う、そん

な地域づくりが来訪者を呼び込み、その地の活

性化につながるものだと、これはお金だけでも

なく心の活性化にもつながっていくものだと思

います。そういった地域づくりを市民の皆さん

と共に取り進めたい。 

 以上をもって、菊地美之の質問を終わります。 
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○議長（多田勉君）  ここで10分間休憩いたし

ます。 

   午前10時45分 休憩   

────────────────── 

   午前10時55分 開議   

○議長（多田勉君）  休憩前に引き続き会議を

再開いたします。 

 次の一般質問に移ります。５番宮田勝美議員。 

   〔５番宮田勝美君登壇〕 

○５番（宮田勝美君）  宮田勝美でございます。

通告により、一問一答方式にて一般質問をさせ

ていただきます。 

 本日は、遠野市における脱炭素社会推進につ

いてと、今後の公共事業についての大項目２点

について質問をさせていただきます。 

 はじめに、大項目１点目、遠野市における脱

炭素社会推進についてであります。 

 第２次遠野市総合計画後期基本計画、大綱１、

自然を愛し共生するまちづくりの主な項目には、

環境保全、再生可能エネルギー、道路、水路、

上下水道、都市計画、公営住宅、防災などが計

画されております。 

 その中に、政策１、自然と共生する環境づく

り、さらにその中には、環境と暮らしの調和、

ＳＤＧｓのロゴ番号も７つ該当しております。 

 環境と暮らしの調和の中には、①資源の循環

的利用の推進、②エネルギーの有効利用、③自

然環境の保全、④環境保全活動の推進と体系化

されております。 

 ②エネルギーの有効利用の中には、温室効果

ガスの排出量の削減の取組も含まれております。

まさに、脱炭素社会推進の問題は、この施策に

含まれるものと思います。 

 現在、気候変動対策は、世界共通の課題とな

っております。日本では、政府が2050年までに、

温室効果ガスの排出を全体として実質ゼロにす

るカーボンニュートラル、温室効果ガスの排出

量と吸収量を均衡させることを実現すること、

2030年度に温室効果ガス排出量を2013年度比で

46％削減することを宣言し、脱炭素化に向けた

積極的な取組を表明しております。 

 2050年のカーボンニュートラル実現のために、

地方自治体には、地域循環共生圏の考え方に基

づいた地域の脱炭素化と経済活性化の両立が求

められています。 

 また、2021年の地球温暖化対策推進法の改正

に伴い、地方自治体は、地方公共団体実行計画

を策定し、複数のステークホルダー、ステー

クホルダーとは、利害関係者のことをいいます。

と連携して、地域の脱炭素化を積極的に推進す

ることが義務化されました。 

 地域の脱炭素化を実際に推進するには、地方

自治体が自らの地域特性を把握し、これに応じ

た取組を実施しなければなりません。 

 そこで、最初の質問になりますが、脱炭素化

に向けての考えについて質問いたします。 

 岩手県では、県所有の施設の脱炭素化に向け

た４本柱の基本方針を発表しております。新築

施設は、省エネ構造、太陽光発電を積極活用、

公用車の電動化を促進、ＬＥＤ照明に切替えの

４本柱です。 

 県と市では状況は大きく違うと思います。遠

野市では、環境と暮らしの調和の中でエネル

ギーの有効利用を掲げておりますが、遠野市所

有の施設の温室効果ガスの排出量の削減、脱炭

素化についての取組についてお考えをお尋ねい

たします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  市所有の施設に係る温

室効果ガス排出量の削減とその取組については、

地球温暖化対策の推進に関する法律の規定に基

づき策定した遠野市地球温暖化対策実行計画事

務事業編において、削減の目標とその取組の内

容を定めております。 

 同計画では、市役所の行う全ての事務及び事

業を対象範囲とするもので、平成19年に初期計

画を策定し、現在は、令和３年度から令和７年

度までを計画期間とする第４次計画の下で、そ

の事務事業に係る温室効果ガス排出量の削減や

省資源化に取り組んでいるというところです。 

 具体的な取組の内容としては、施設照明のＬ
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ＥＤ化、節電や公用車のエコ運転の徹底、ペー

パーレス会議の推進などが掲げられます。毎年

度、各施設から電気、燃料、ガス、水道の使用

量、公用車の燃料使用量、事務用紙購入量など

の報告を受け、温室効果ガス排出量に換算した

上で、前年度排出量と比較して設定した目標の

達成状況を確認しているところです。 

 なお、第４次計画では、計画期間中の毎年度、

前年度比1.5％ずつ温室効果ガス排出量を削減

していくことを目標としております。直近で実

績が確定している令和３年度の状況は、この目

標値を達成しているというところです。 

○議長（多田勉君）  ５番宮田勝美議員。 

   〔５番宮田勝美君登壇〕 

○５番（宮田勝美君）  ただいま細かく御説明

いただきました。 

 前年度比1.5％ずつ削減していく、そういう

方向で、まず、遠野市の公共施設の脱炭素化を

進めることが優先で大事なことかなと思います。 

 次に、脱炭素化の取組についての問題や課題

について質問いたします。 

 地方自治体では、脱炭素化推進が重要施策で

ある一方、公衆衛生や経済対策、福祉など、ほ

かにも多くの課題を抱えており、限られた予算

で効率的に脱炭素化を進めなければなりません。

脱炭素化を進めるに当たり、課題として、庁内

の人材不足、排出量データの情報取得が困難な

どが上げられておりますが、遠野市としては、

そのような問題や課題などは把握できているの

でしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  先ほど、市役所の事務

事業に関する温室効果ガス排出量については、

毎年度、各施設の状況を取りまとめて集計し確

認していると申し上げましたが、地域全体の排

出量を同様の手法で調査しようとする、御指摘

のあったとおり、それは困難を極めることでは

あります。 

 しかし、地域内の脱炭素を進めるためには、

現状分析をしなければいけないと考えておりま

す。そんな中で、政府からは脱炭素の取組を加

速させようとしていることから、各市町村で現

状分析を行うその際に、支援策として環境省を

はじめとする各省庁の公式ウェブサイトで、政

府統計データに基づく市町村ごとの各種の分析

ツールを公開しております。このほか、温室効

果ガス排出量算定・可視化ツールを提供してい

る民間事業者もあります。 

 マンパワーの限りがある中でも、それらを用

いれば、ある程度の現状分析の可能性は広がり

ます。その活用を通じて課題を把握し、市内全

体の温室効果ガス排出量を削減するための施策

と検討につなげていきたいと思います。 

○議長（多田勉君）  ５番宮田勝美議員。 

   〔５番宮田勝美君登壇〕 

○５番（宮田勝美君）  問題や課題は必ず多く

あると思います。それらを解決しながら、さら

に進めていただきたいと思います。 

 次に、現在取り組んでいる事業や、事業の進

捗状況はについてであります。 

 脱炭素社会を実現しなければ、100年で気温

が0.74℃上昇すると言われております。地球温

暖化であります。最近では、地球沸騰化とも言

われております。温室効果ガスが地球を温め、

その影響が干ばつ、水不足、食料不足、海面上

昇、異常気象、台風の巨大化など水害の発生の

原因とされております。 

 遠野市におきましては、私が９月定例会で一

般質問しました大型化している豪雨災害の問題

などがあります。８月12日の豪雨により、市内

一部地域では、公共土木施設、インフラ施設を

中心に被害が発生し、大雨洪水警報に伴い避難

指示が発令されました。 

 そこで質問いたしますが、これらの地球温暖

化が原因の一つと言われている大雨、豪雨災害

などを踏まえ、遠野市としては、脱炭素化に向

けて、現在、取り組まれている事業、事業は先

ほども市長のほうから御紹介いただきましたが、

事業の進捗状況などをお尋ねいたします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 
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○市長（多田一彦君）  温暖化、温室効果ガス

の問題は非常に重要であって、農業にも大きな

影響を与えると思います。この対策事業は、総

務企画部と環境整備部が所管しており、今、い

ろいろ研究させております。その状況について、

また、実施していることもあります。総務企画

部長から答弁をさせます。 

○議長（多田勉君）  鈴木総務企画部長。 

   〔総務企画部長鈴木英呂君登壇〕 

○総務企画部長（鈴木英呂君）  現在の取組事

業や事業の進捗状況について、命により答弁い

たします。 

 地球温暖化問題は、その予想される影響の大

きさや深刻さから見て、人類存亡に関わる安全

保障上の問題と言われ、最も重要な環境問題の

一つであるとされております。 

 その要因である温室効果ガスの排出は、私た

ちのあらゆる社会、経済活動と関わりがあるこ

とから、市役所の事務事業のみならず、市内各

事業者や市民も一緒に取り組むことのできる施

策を講じなければなりません。 

 現在、その施策に係る計画策定に向けた事務

事業に取り組んでおり、今年度中の策定を目指

し、作業を進めております。 

 既に、家庭用の太陽光発電設備や蓄電池など

の設置を助成するスマートエコライフ推進事業

や、電気自動車の普及を目的として、市内に設

置した急速充電器の維持管理を行う次世代自動

車普及促進事業に取り組んでおりました。この

ほか、市内の防犯灯のＬＥＤ化や、新たに整備

する鱒沢地区センター・白岩児童センターなど

の公共施設整備事業において、太陽光パネル及

び蓄電池の設置などに取り組んでおります。 

 しかしながら、温室効果ガスの排出量削減を

進めるためには、さらなる再生可能エネルギー

の導入促進が不可欠であることは既に認識して

いるところです。 

 特に、本市の地理的条件と景観資源の保全と

いう観点から、小水力発電に着目しております。

今年度、市内の導入可能性の高い地点に関する

調査を行っており、受託事業者からは、有望地

点が数か所ある旨の中間報告を受けております。

その中でも、特に導入できる見込みの高い地点

については、早期の詳細調査を実施するため、

係る事業費の補正予算を本市議会定例会に提案

させていただきました。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（多田勉君）  ５番宮田勝美議員。 

   〔５番宮田勝美君登壇〕 

○５番（宮田勝美君）  地方の田舎まちである

遠野市ですが、地球温暖化につながる脱炭素化

に関しましては、非常に重要な問題であると思

います。 

 次に進みたいと思います。 

 大分、今の御答弁の中にも、これからのお話

が結構入っておりましたが、一応、質問で用意

しておりますので、今後の取組について質問い

たします。先ほど大分お聞きはしましたけども。 

 今後、さらに脱炭素化社会に向けて、どのよ

うな事業に取り組むのか、計画されている事業

などありましたらお尋ねいたします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  いろんな可能性がある

と思います。まず、再生可能エネルギーの導入

を促進するために、調査で判明しました小水力

発電の有望な地点に係るさらなる詳細調査を進

めていきたいと思います。 

 それから、小水力だけではなくてバイオマス

発電に関しても同様です。これ、一つ民間で進

めているところがあります。あとは風力、先日

はグリーンパワーインベストメント、小友にあ

ります風力発電が開始しました。その会社から

は、地域づくりにも本当に多大なる貢献をして

いただいていると。現在、また貞任牧野さんの

ほうの話も同時に進めながらやっている風力発

電、これも進捗しているところであります。 

 いずれにしても、再生エネルギーというのは

非常に重要だということはもう誰もが認めると

ころです。遠野市内でこれらの事業に携わる企

業というのは結構あります。それから、市内の

民間事業者さんでも様々なお考えを持って脱炭



－ 85 － 

素に取り組んでいるところもあります。皆さん

から集まっていただいて、これからの遠野の再

生エネルギーというものを議論し合う場をつく

っていきたいなというのが一つ、最近、声がけ

を始めているところです。 

 多分、新年度になると思いますけれども、そ

ういう集まり、それから遠野はどういうふうな

方向に行くのかとか、どういう利用ができるの

かとかということを各企業さんからも御意見を

頂くようにしていきたいと思います。 

 なぜならば、これから様々なものが出てきま

す。ガスも出てきます。水素ガスもあります。

水を使ったエネルギーというのも出てきていま

す。そのほかには、これまでの感覚、技術から

の進歩というものがあるんです。同じバイオマ

スでもさらに進歩しているものがあったり、そ

ういうことがあります。同時に、温暖化によっ

て豪雨が多くなっていますので、災害が発生す

るようなことが同時にあってはならないという

ことです。 

 これらのところをしっかりバランスを取りな

がら進めていきたいし、できれば市の所有地な

ども活用していただくような方向、その中で賃

料を頂くというようなことも考えていかなけれ

ばいけないというふうに思っています。 

○議長（多田勉君）  ５番宮田勝美議員。 

   〔５番宮田勝美君登壇〕 

○５番（宮田勝美君）  今の御答弁では、もう

既に様々なことを考えていると、いろいろなア

イデアがあると、民間のほうでももう既に始め

ている業者もあると、そういう御答弁でした。 

 遠野市に合った事業が今後さらにますます事

業化されて、少しでも脱炭素社会に向けた取組

が近づくことを期待いたします。 

 次に、大項目２点目、今後の公共事業につい

てであります。 

 １点目の質問と同じく、第２次遠野市総合計

画後期基本計画、大綱１、自然を愛し共生する

まちづくりの政策３、道路交通基盤の充実であ

ります。さらにはその中に、幹線道路の整備、

生活関連道路の整備とあります。まさに生活に

身近な道づくりであり、市民の生活には欠かせ

ない、市内経済活動には重要な道づくりでもあ

ります。ＳＤＧｓのロゴ番号も３つほど該当し

ております。 

 公共事業とは、まさにこのような道路整備な

ど、市場や民間では提供されにくい財やサービ

スを住民や地域に提供するために行う事業とさ

れています。道路や橋、ダムや下水道施設など

のインフラ整備や水道、公共交通機関、医療な

どの公共サービスが公共事業に当たるとされて

おります。 

 公共事業は、国民生活の向上や地域の発展に

貢献するとともに、市内経済の活性化や他産業

への波及効果、雇用の創出、地域の担い手、守

り手の維持などに効果があるとされています。 

 そこで質問いたします。 

 地域づくり、道づくりについての考えはにつ

いて質問いたします。 

 先日開催されました、いわての地域づくり・

道づくりを考える大会では、防災・減災、国土

強靱化のための５か年加速化対策のさらなる推

進などが提案されました。決議案は、近年、激

甚化・頻発化する自然災害から県民の生命や財

産を守るとともに、人口減少や高齢化、地域経

済の復興などに対応した持続可能で質の高い地

域づくりの実現に向けた10項目の事項が決議さ

れましたが、公共事業や地域づくり、道づくり

について、市長はどのようにお考えかお尋ねい

たします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  いわての地域づくり・

道づくりを考える大会は、岩手県道路整備促進

期成同盟会、岩手県高規格幹線道路整備促進期

成同盟会、岩手県道路利用者会議によって、毎

年11月上旬、過日行われました。大会後、採択

した決議をもって国交省や財務省、自民党本部

に要望活動を行っております。 

 決議の内容では、激甚化し頻発化する自然災

害から県民の生命や財産を守り、人口減少や高

齢化、地域経済の復興等に対した持続可能で質
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の高い地域づくりの実現に向けて、計画的かつ

着実に実現することを目的に10項目を掲げられ

たと、先ほど議員がおっしゃったとおりです。 

 令和６年度道路関係予算、さらには令和５年

度補正予算を速やかに成立させていただきたい

というふうなお願いでございます。 

 この大会には、岩手県全ての市町村が参加す

る規模の大きなもので、決議内容には広域的で、

各市町村共通のものであり重要なものであると

考えております。 

 本市としても、その中にある橋梁、舗装等の

老朽化対策の推進に向けた対策事業を行ってお

ります。本年度当初予算に、橋梁長寿命化整備

事業費に１億1,230万円、安心安全な道づくり

事業費に9,979万円、舗装長寿命化計画策定事

業費に1,010万円を計上しております。 

 このほか、当市では、釜石道が開通したこと

によって、雨水が増えて、これが下流のほうで、

災害ではありませんけれども、被害が発生して

いることについて、建設業協会の方々の御協力

も頂いて、国のほうに要望をしておりました。 

 一昨年は、この可能性が非常に大きいという

ことでお返事を頂いたんですけれども、まだ実

施予算がつけられておりません。今年度中に再

度陳情をしていきたいと思います。 

 それと、当市としては、岩手県市長会とは別

に、新年度予算の要求に向けて要望活動を行い

たいと思います。なぜならば、最近の国の予算

づけの動向からいきますと、地域づくり・道づ

くりという予算が１つあったとして、その中で

災害も多いわけです。そうすると、復旧しなけ

ればいけない箇所も増えてきて、そこにはどち

らかというと巨大な予算が投入されていくと。

そうすると、それがなかった市町村は、その分

が削られていって、そちらに集中していくとい

う傾向があります。 

 ですから、岩手県内も被害が大きくて予算が

必要な市町村と、起きていない市町村の中では、

国の中での予算づけが違っていると私は見てい

ます。ですから、直接訴えるという行動をもう

ちょっとしないといけないというふうに考えて

おります。 

○議長（多田勉君）  ５番宮田勝美議員。 

   〔５番宮田勝美君登壇〕 

○５番（宮田勝美君）  今、御答弁いただきま

した。安心・安全な市民生活を送るためには、

土木インフラは大変重要であります。快適な暮

らしのためには、非常に必要不可欠な分野であ

ると感じております。 

 次に、みんなで取り組むまちづくり指標につ

いて質問いたします。 

 遠野市のみんなで取り組むまちづくり指標で

は、令和５年度の市道改良率48.6％、市道舗装

率45％となっておりますが、この数字をどのよ

うに捉えているのかお尋ねいたします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  本市の市道の延長は1,

300キロメートルあります。令和４年度末の改

良済み延長は631.7キロメートル、舗装延長は5

85キロメートルとなっております。 

 令和４年度に改良舗装した路線は、土淵町の

須崎線ほか１路線、工事費は3,340万円、延長

は483メートルです。 

令和４年度での改良率は48.59％であります。

前年度と比較して0.04ポイント改良舗装が進ん

だということになります。 

 年度ごとに改良舗装する路線や予算規模に違

いはありますが、分母である市道延長1,300キ

ロメートルは、遠野は広いですから大きいです。

 結果、単年度で改良していくということは非

常に難しく、進捗は僅かに感じるものでありま

す。傷みが激しく、市民生活に必要な箇所につ

いては、生活に身近な道づくり事業や市道リフ

レッシュ事業に登載しながら改良舗装を進めて

いるところであります。 

 これまでもこの進捗状況、0.1ポイント上げ

るのに本当に大変な苦労をずっと長年してきた

と思います。その中での0.04ポイントアップと

いうのは、担当課のほうもかなりの努力をした

と評価はしております。 

○議長（多田勉君）  ５番宮田勝美議員。 
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   〔５番宮田勝美君登壇〕 

○５番（宮田勝美君）  人口減少の現状であっ

ても、観光や市民生活に直結するインフラの指

標であり、市民生活の安全性、利便性につなが

る指標であると考えます。ますますこの指標が

上がっていくことを望みます。 

 次に、土木インフラや道路の維持管理につい

てであります。 

 日本は少子高齢化による社会保障費の伸びと

税収の減少により、公共事業費がＧＤＰ、国内

総生産比で諸外国と比較して異常なほど減少し

ていると言われております。しかし、今まで整

備されてきた社会資本をいかに適切に維持管理

していくかが、地方においても社会課題になる

と思います。 

 人口の年齢構成などの面から考えると、我々

の次の世代は、受益より現在の世代を支える公

的負担が多く、不公平感があると言われており

ますが、公共事業による適切な維持管理がなさ

れなければ、次の世代は社会インフラから受け

る恩恵も失われる可能性もあると言われており

ます。 

 そこで質問いたしますが、遠野市は広い面積

の中に市民が生活しております。高齢化などに

より道路への安全性、市民が居住している地域

までの道路整備の重要性などの社会問題は、道

路の維持管理などが非常に重要になっておりま

す。以前お聞きしましたが、年間400件以上の

維持補修の要望があると聞いております。前の

冬期間は降雪量が少なく、除雪予算の約１億円

が執行されず、道路などの維持補修費に回され

ました。 

 そのような現状を踏まえ、道路などの維持補

修という問題について、市長のお考えをお聞き

いたします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  議員御指摘のとおり、

今年度は市道等の維持管理のために、６月定例

会において１億円を追加補正し、総額１億8,03

0万円の市の道路維持補修費としました。市民

の皆様からの要望に迅速に対応したいという思

いからです。 

 令和３年度は、市民から529件、維持補修の

要望がありました。このうち203件に対応でき

ました。38.4％です。ちなみに、令和元年は37

4件の要望があって、160件対応して、対応率は

42.8％です。そして、今年10月末現在ですが、

527件の要望が寄せられました。本当に200件程

度増えているという状況です。その中で対応さ

せていただいたのが286件です。対応率は54.

3％であります。 

 改良、改修に係る国からの社会資本整備総合

交付金の要望額に対する内示率については、先

ほど申し上げたとおり、軒並み低くなっており

ます。維持補修に関しての市民の皆様の要望を

聞いて、お応えしていきたいと思います。 

 また、同時に考えなければいけないこと、民

間事業で道路掘削等を行った場合の補修の規定

です。これは継ぎはぎだらけになって終わって

いるということも非常に多いところです。 

 ほかの市町村の例を見ますと、補修の形とい

うのは決まっています。この部分を掘った場合

は、こういう形で道路を補修してくださいとい

うところです。これらが遠野市ではありません

でした、基準として。これらをしっかりしてい

って、行政だけではなくて、民間事業者の方に

も事業をした場合には、それらの補修、これに

ついてはある程度責任を持っていただかなけれ

ばいけないという部分をしっかりとつくってい

かなければいけないと思っています。 

○議長（多田勉君）  ５番宮田勝美議員。 

   〔５番宮田勝美君登壇〕 

○５番（宮田勝美君）  今現在までで527件、

補修したのが286件、率にしますと54.3％とい

うことでありました。民間事業の中で道路掘削

をした場合の対応なども、今、市長のほうから

発言していただきました。 

 そういったことも含めて、道路などの維持補

修は市民の身近な問題となっております。これ

らの補修件数がますます進んでいくことを願い

ます。 
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 最後の質問になります。 

除雪についてであります。 

 市内の除雪に対応しているのは建設会社であ

ります。冬の降雪時に備え、安定的で持続可能

な除雪体制を維持し、市民の社会、経済活動に

必要な安全で安心な冬期間の交通を確保するた

めに、責務としていつでも出動できるように待

機、準備をしております。 

 最近の地球温暖化の影響か、雪の少ない年も

あります。しかし、雪が多くても少なくても除

雪に出動するためには、除雪機械のリースや自

社機械であれば、日常から整備、点検を行い待

機しているとのことです。リースや整備、点検

には当然に経費もかかります。現在は公共工事、

民間工事ともに縮減しております。さらには建

設資材、機材の高騰、業者数の減少などに直面

しております。 

 先ほど、脱炭素化の取組についての質問のと

ころでもお話ししたように、繰り返しになりま

すが、公衆衛生や経済対策、福祉など、ほかに

も多くの課題を抱えている遠野市であります。

 限られた予算内で、効率的に様々な事業を進

めなければならないのが現状であると思います。

市長は、市民の安心・安全な道を確保する除雪

について、どのようなお考えをお持ちかお尋ね

いたします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  今、予算の話もしてい

ただきました。将来にわたるマイナス部分、負

の遺産を除去するという考え方、これをしっか

り持って、今、50年先まで見据えたそれこそイ

ンフラの問題を考えております。これらを抜本

的に解決していかなければ、将来の遠野のイン

フラもないし、遠野の財政も成り立たないと、

こういうものがあります。その中で、あらゆる

要望にお答えしていかなければいけないと考え

ております。 

 除雪に関しては、昨年、大作戦会議をやらせ

ていただきました。その効果としては、ある程

度の除雪区分、除雪の目安というものができた

と思います。そして、予算づけに関しても議会

の御協力、御理解を頂いて、しっかりとつけさ

せていただいております。 

 この除雪に関しては、担当の環境整備部長に

答弁させます。 

○議長（多田勉君）  浦上環境整備部長。 

   〔環境整備部長村上明洋君登壇〕 

○環境整備部長（村上明洋君）  命により、除

雪について答弁いたします。 

 除雪業務は、市内土木業者17者と契約を締結

し、実施しているところでございます。 

令和５年度における除雪計画は、全468路線、

総延長443.4キロメートルについて、バス路線、

スクールバス路線を最優先に、次いで幹線市道

を、そして集落を結ぶ道路の順に除雪をしてい

るところであります。 

 除雪は午前７時までに完了するように配慮す

ることとしておりますが、国道・県道の受託業

者と市道の受託業者は重複しているため、より

交通量の多い国道・県道が優先されることにな

り、市民の御理解と御協力をお願いしていると

ころでもございます。 

 その後、市道等の除雪を開始しますが、交通

量の多い時間帯をできるだけ避け実施しており

ます。市内の除雪状況の把握については、テレ

ビやインターネットの気象情報のほか、除雪業

務受託業者や市民からの電話連絡等により、出

動を判断しているところでございます。 

 本市の除雪計画では、新雪の積雪深が10セン

チメートル以上になると予想される場合や、大

雪注意報発令下で降雪が始まり出動が必要とな

った場合、または、吹き溜まりが発生した場合

などに出動することにしております。気象状況

などにより柔軟に対応しているところでござい

ます。 

 また、近年の降雪状況の変化や除雪事業者の

撤退、オペレーターの退職に伴う業者間の実施

路線の見直しなどを行い、除雪体制を構築して

いるところでございます。 

 なお、昨年度からは、暖冬少雪により稼働日

数が少ないと判断したときは、除雪業務受託業
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者に対し、除雪機械維持費の一部を支払うこと

としております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（多田勉君）  ５番宮田勝美議員。 

   〔５番宮田勝美君登壇〕 

○５番（宮田勝美君）  御答弁いただきました。 

 遠野の厳しい冬、市内冬道の安心・安全は除

雪であります。雪の量によっては、市内経済に

も少なからず影響が出ると思われます。今年も

例年のとおり、計画的な除雪体制により市民の

足が安全に確保されることを願い、12月定例会

での私の一般質問を終わります。 

○議長（多田勉君）  次に進みます。４番昆明

美議員。 

   〔４番昆明美君登壇〕 

○４番（昆明美君）  議席番号４番、昆明美で

ございます。 

 早いもので今年も１年の締めくくりでありま

す師走を迎えております。手探り状態で議員活

動をさせていただきましてから、あっという間

に１年が過ぎてしまいました。月日が流れるの

は何て早いのだろうと感じております。市民の

声の代弁者として、常に市民の声に耳を傾け感

謝を忘れることなく、自己研さんしながら邁進

していこうと思っております。 

 それでは、大項目２点を通告に従いまして、

市長、教育長へ一問一答方式により質問させて

いただきます。 

 大項目１点目でございます。 

 遠野市の観光に直面する課題と対策について。 

 遠野市観光推進構想、遠野市観光推進計画の

進捗状況についてでございます。 

 遠野市新観光ビジョン、ビジョンとは展望、

理想像、未来像を指します。 

 新観光ビジョン、語りたくなるわけがある。

物語が生まれるまち、遠野。 

物語が生まれるとき。 

それは、思わず声が漏れるような美しい景

色に出会えたとき 

来てよかったと唸るような美味しさを噛み

しめたとき 

そんな、心と地域が触れたとき 

人はそれを誰かに語らずにはいられない。 

こうして物語は、また新たな“語り部”は、

生まれていく。 

私たち遠野は、そんな明日の語り部を増や

す、感動にあふれた場所でありたい。 

語り部がいるまちから、語り部を送り出す

まちへ。 

遠野のみなさん、目の前の人の心を動かし 

新たな物語の種をつくるのは、あなたです。 

 高清水展望台のすばらしい雲海が広がる遠野

の景色が映し出されたページの上に掲載されて

おります新観光ビジョンの一節でございます。

何とも日本のふるさと遠野が表現された心のこ

もったぬくもりが感じられる一節であります。 

 「語りたくなるわけがある。物語が生まれる

まち、遠野」何度読み返しても日本の永遠のふ

るさと遠野のさらなるレベルアップしたこれか

らの観光が示されているような気がして、ぜひ

お伺いしたいと思い質問させていただきます。 

 東日本大震災、新型コロナウイルス感染症の

影響によって、遠野市の観光を取り巻く環境も

大きく変わり、多年度にわたり観光客の入れ込

みが大きく減少し、そのほかに感染拡大防止の

ための新たな対策と多様なニーズへの対応が求

められてきました。 

 しかしながら、長らく続いたコロナウイルス

感染症もインフルエンザ同等の扱いとなる５類

へと移行し、停滞していた遠野市を訪れる観光

客も徐々に増えてきたと思われる１年でありま

した。 

 米ニューヨーク・タイムズに、行くべき52か

所に、イギリスに次いで２番目に盛岡市が紹介

されての影響があってなのか、この遠野にも足

を運んでくれる外国人観光客の姿も多く目にす

る年でもありました。 

 遠野市の観光は、これから大きく動き出して

いくわけですが、このたび策定されました遠野

市観光推進構想、遠野市観光推進計画の進捗状

況についてお伺いいたします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 
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   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  語りたくなるまち、本

当にいい文面です。私も全く同感です。これか

ら本当に、みんなでまた遠野物語というのはつ

くられていくんだろうなと思います。 

 ただいまの質問に関しては、何人かの方に質

問をしていただきました。整理の意味を込めま

して、産業部長のほうから答弁をさせます。 

○議長（多田勉君）  阿部産業部長。 

   〔産業部長阿部順郎君登壇〕 

○産業部長（阿部順郎君）  命により答弁をい

たします。 

 観光戦略として、まず必要なことは、観光の

ブランディングの柱をどう構築するかが重要と

考えております。昨年度に、観光推進基本計画

の策定プロセスにおいてビールの里構想、ある

いは遠野物語及び遠野物語を成立させた遠野の

自然、歴史、文化、フードなどの地域資源には

カッパ妖怪も含みます。などのコンセプト設計

をしていただきました。このコンセプトは、遠

野固有の地域資源であり、最も多くインターネ

ットで検索されている単語でもあります。 

 ブランディングの大原則としては、他の地域

でまねのできない遠野固有の地域資源で独自の

マーケティングを形成するということが非常に

重要になってくると考えております。その上で、

まず、地域資源を認知していただくこと、次に、

共感をしていただくこと、そして、共感したこ

とが自身の思考変容、行動変容と結びつき、遠

野ファンになっていくプロセスを観光戦略の基

本に据えるべきものと考えております。 

 進捗状況でありますが、観光推進基本計画の

中では、行動スケジュールをステップ１から３

まで分けており、その初年度である令和５年度

から７年度までは、エントリーテーマの立ち上

げに関すること、官民連携新組織による地域マ

ネジメントの体制を確立させていくこと、あと

は、イベントに頼らないプロモーションの実施

を行っていくこととしています。 

 その中で、今年度は、官民連携組織、観光マ

ネジメントボード遠野を設立し、株式会社遠野

ふるさと商社が観光地域づくり候補法人、候補

ＤＭＯの登録を受けた。新組織では、観光ポス

ター、パンフレットの更新を手がけているほか、

魅力的な情報発信として、一元的なインスタグ

ラムでの発信を行っております。 

 今後は、遠野の観光に関する市民満足度調査

を行い、市民の観光に関する意識と満足度を確

認し、観光産業に携わる方のみならず、観光客、

そして市民が心豊かになれるような持続可能な

観光まちづくりを目指してまいりたいと考えて

おります。 

 以上で、答弁といたします。 

○議長（多田勉君）  ４番昆明美議員。 

   〔４番昆明美君登壇〕 

○４番（昆明美君）  事細かに説明を頂きまし

た。同僚議員の質問の中にも何度もございまし

たが、改めまして、このＤＭＯとは、観光用語

で観光物件の自然、食、芸術、風習、風俗、該

当する地域にある観光、資源に精通し、地域と

協同して観光地域づくりをする法人とあります。 

 また、魅力的な観光地として特定の場所を宣

伝する組織、第一に、レジャー目的の旅行者に

情報を提供するために存在するとありますが、

遠野市の観光物件に見合ったこれからのＤＭＯ

の在り方、どう生かしていくのか、目指すもの

をお伺いいたします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  端的に申し上げます。

ＤＭＯは、数値目標を明確化して、遠野の独自

性を生かした観光振興に取り組むと、その目標

を達成していくことによって地域の活性化を目

指すということです。ＤＭＯには、実行部隊と

して思い切ってチャレンジしていただきたいと

期待しております。 

 遠野市としても、観光推進基本計画の着実な

実行と、それぞれの役割分担の団体と共に連携

して進めていきたい。計画を、そして夢を実現

するという目的であります。 

○議長（多田勉君）  ４番昆明美議員。 

   〔４番昆明美君登壇〕 
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○４番（昆明美君）  まさに、待つ観光から、

これから打って出るという観光の、準備状態と

把握いたしました。何とかみんな結束して、こ

の遠野市の観光をますます盛り上げていきたい

ものだなと思います。 

 次に移ります。 

 伝承園といえば、お食事どころのメニューが

楽しみで、市内外の方々が利用されております。

 職員皆様方が伝承園厨房工事に伴い職場を離

れてみて感じること、いろいろな思いがおあり

かと思います。厨房を預かる職員皆様方は、す

ばらしいプロ意識を持ち、毎日仕事をしていた

だいていることと思います。 

 アメリカ出身のマイケル・ジャクソン、今は

もう亡くなられておりますが、シンガーソング

ライター、音楽プロデューサー、振付師、ダン

サーと多岐にわたり活動された天才的な音楽家、

ミュージシャンでございます。日々の練習は休

むことなく、舞台が終わっても、その後、何時

間も練習する姿を紹介された番組を見たことが

あります。 

 マイケル・ジャクソンに例えさせていただき

ましたが、現在、伝承園の厨房の改修工事に伴

い、職員皆様方の処遇とスキルアップ、仕事に

対する能力や技術を向上させることであります

が、現状についてお伺いをいたします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  現在、伝承園の食堂・

厨房の改装工事は、壁や屋根など古い建材部分

の解体と撤去作業を進め、順次、新しい建材の

取付け作業を進めております。12月からは、デ

ジタルサイネージやメニュー発注器等の端末な

どの備品類の購入の作業に入ります。令和６年

３月に工事完了、４月にはリニューアルオープ

ンを迎える見込みであります。 

 現在、スタッフの皆さんは道の駅遠野風の丘

の厨房やたかむろ水光園に配属されて、様々な

仕事に取り組んでおります。リニューアルされ

る伝承園食堂の備品やメニュー開発などの打合

わせにも参加をしていただいております。 

 これまでの厨房業務とは異なる業務に携わっ

ていることから、いろいろ戸惑いなどもあるか

もしれませんが、それぞれの場で魅力的な誘客

につなげるようなお仕事をしていただいている

と理解しております。その中で新たな気づきを

持っていただければありがたいと思います。 

 また、私は練習、繰り返し、スキルアップに

ついて考えていることは、練習のための練習と

いうことではなくて、新たな技術の開発である

とか、発見であるとか、チャレンジのためにや

っていくと。そのためのトレーニング。前に向

かっていくためのトレーニング、こういう形で

やっていくことが、より高いパフォーマンスを

生み出すのではないかと考えておりますので、

ぜひ、今、違う業務をしている間にリフレッシ

ュしていただいて、いい意見をどんどん発信し

ていただけるようにしたいと思います。 

○議長（多田勉君）  ４番昆明美議員。 

   〔４番昆明美君登壇〕 

○４番（昆明美君）  私も本当に期待しており

ます。 

 なぜ、このような質問をさせていただいたか

と申しますと、遠野を訪れたら、また、地元に

住む私たちもそうでありますが、リニューアル

された伝承園のお休みどころ、メニューを楽し

みに待っているお客様が多いのではないかと思

われます。 

 伝承園の観光、食事を楽しんでいただいて、

リピーター、その土地の店に何回も来ていただ

くお客様のことですが、リピーターが増えるこ

とで大繁盛していただきたい。今、お持ちの技

術や能力にさらに磨きをかけていただくことに

期待をいたします。 

 スキルアップは伝承園だけに限らず、市内全

ての観光地、観光施設、飲食店、宿泊施設全て

に該当することではないかと思われます。常に

スキルアップを図ることで、温かいぬくもりの

感じられる接客、おいしいものを食べさせたい

と思う気持ちに磨きをかけていただくことで、

遠野ファンが増え、まち全体も活気づき、経済

効果にも影響すると考えられます。遠野に行っ
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てみたい、遠野ファンをどんどん増やしていた

だきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 水光園の現状と課題についてでございます。 

 水光園は、農村活力センターとして誕生し、

地元の方々はもとより県内外の方々からも広く

愛され、癒しの空間、湯治場として現在に至っ

ております。水と光をテーマに、遠野の豊かな

自然、日本の原風景、懐かしい暮らしを再現し

た宿泊施設であります。その水光園の現状と課

題についてお聞きをいたします。 

 まず、水光園の案内板が見えにくいという声

があります。誰にでも目につきやすい位置と、

もう少し大きい案内板にしてはどうでしょうか。 

 次に、すばらしい日本庭園が広がっておりま

すが、木の剪定、整備をするためには入場料か

ら念出できない難しい状態にあり、手が加えら

れない現状にあるようでございます。これをど

う捉えておられますでしょうか。 

 例えば、遠野にはキャンプ場が少ないのでは

ないかと思われますが、あのすばらしい自然と

景観、そしてゆっくり温まることができるお風

呂があります。キャンプ場を併設してはいかが

でしょうか。 

 そして、何より大切なのは、水光園の現場で

働く職員の皆様方の声に耳を傾けることだと思

います。職員皆さんは様々なアイデア、この施

設をよくしようと思う情熱があります。貴重な

皆様方の声を第一に、改善すべきところは改善

し、レベルアップ、スキルアップした癒しの空

間、湯治場として愛される施設にしていただき

たいと思いますが、市長の思いをお聞かせくだ

さい。 

○議長（多田勉君）  質問途中でありますが、

午後１時まで休憩いたします。 

   午後０時00分 休憩   

────────────────── 

   午後１時00分 開議   

○議長（多田勉君）  午前に引き続き会議を再

開いたします。 

 昆明美議員の質問に対する答弁から行います。

多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  たかむろ水光園の現状

と課題についての御質問でございました。 

 たかむろ水光園の現状としては、今年度の入

り込みが10月末時点で約２万9,000人、入浴者

と宿泊者を込みとしています。昨年度の約３万

人と比較して、やや減少しております。ちなみ

に、新型コロナウイルス感染症の影響前の令和

元年度と比較すると約１万人、約27％の減少と

なっています。 

 しかし、たかむろ水光園としても、食堂メニ

ューや宴会コースメニューなどの企画の工夫や、

入浴料の割引サービス、高齢者湯治場事業の実

施など、新たな事業にチャレンジもしておりま

す。 

 売上げについても、宿泊と予約会席の事業が

好調でありますから、今年度上半期黒字経営と

なっています。 

 課題としては、宿泊部屋が10室のみであるこ

とや、来客者の大半が市内の入浴者であること

から、観光施設というよりも市民の保養所とし

ての機能から抜け出せていない、もう少し可能

性はあるという状態であります。 

 そのほかに、まとめて御質問がありましたの

で、ちょっと順を追ってお答えします。 

 たかむろ水光園の看板が見にくいという件で

ございます。 

 設置に当たっては、看板の強度上、また交通

安全上、支障を来さない場所に設置をする必要

がありましたことから、現在の大きさとこの場

所になったということでございます。案内看板

の色あせによって文字が目立たなくなっている

ということにつきましては、修繕の対応をして

いきたいと。 

 次に、たかむろ水光園の庭園についてです。 

 日本列島をかたどった日本池、旧遠野市の地

形を再現した遠野池があります。遠野物語散策

道と銘打ち、庭園の散策ができるように設計さ

れているものの、入浴や宿泊、食事に加え皆様

に認識されていない、これらの日本池や遠野池
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散策道のよさを改めてきれいにして周知してい

かなければいけないと思っております。 

 また、簡易的な木々の剪定など、庭園維持に

は、例えば、障がい者の方々にお願いしまして、

時代に即したユニバーサルデザインの考え方を

取り入れながら、そして、さらに水と光のカー

ボンニュートラルな施設として、市民や観光客

の皆さんに宣伝していく必要があると捉えてお

ります。 

 それから、キャンプ場の提案もございました。

キャンプ場への活用などは、議員の御提案いた

だいた庭園の活用についての事例でありますが、

本年11月１日から５日まで、株式会社リコーの

主催によりまして、たかむろ水光園の庭園内の

水路を活用した小水力発電による庭園のライト

アップ企画が催されました。多くの施設利用者

に楽しんでいただいたと思います。 

 また、今後は、従業員や観光マネジメント

ボード遠野のからの意見を伺いながら、現在行

われている釣堀体験を磨き上げることや、広い

敷地を活用してのオートキャンプ場としての利

用など、コト消費につなげられるように、体験

企画の提案を指定管理者である遠野ふるさと商

社とともに考えていきたいと考えております。 

○議長（多田勉君）  ４番昆明美議員。 

   〔４番昆明美君登壇〕 

○４番（昆明美君）  いろいろ答弁いただきま

した。 

 まずは、この水光園の案内板でありますが、

色もあせてきたということで、実は私、今朝、

この議場に来る前に行ってみました。やっぱり、

こちらから向かっていって、緑の看板は確かに

案内板は設置されてあります。水光園の入ると

ころに茶色い板の案内板がございますが、交通

上のいろいろな規制もあるかと思いますけども、

高さも少しあって、もう少し大きかったらなと

いうふうに、私は自分的に解釈をしたわけです

けども、いろいろ規制があると頂きました。 

 あとは、日本庭園のことなんですけども、ユ

ニバーサルということで、障がい者の方々を巻

き込んで整備していこうというお考えは、これ

はすごくいいと思います。農福連携など、今、

いろいろありますが、やっぱり障がい者の方、

このように生きづらさを感じている方たちの仕

事というか、生きがいを感じていただく、そう

やって私たちの社会に引っ張り込んでいくとい

う言い方は、あまり適正ではないかと思います

けども、これはすごくいいことだなと思います。 

 そして先般、ライトアップされたということ

で、これもすごくいいことで、これからもます

ますこういう事業は、今、試験的にやられてい

るかと思いますけども、ぜひとも進めていただ

きたいことだし、オートキャンプ場として将来

的に使用していこうという計画があるようでご

ざいます。これも本当にいいことだと思うので、

ぜひとも、ここで働く皆さんの声に耳を傾けて、

何度もお願いしますけども、皆さんの声を重視

して、いい方向に水光園が向いていってくれれ

ばいいなと思います。 

 すばらしいところに、ああいう癒しの空間、

湯治場があると思っておりましたので、これか

らだと、ますます感じているところであります。 

 次に、教育長へ質問させていただきます。 

 現在、世紀の大修理をしております重要文化

財である旧千葉家住宅の改修工事が令和９年に

終了予定となっております。去る10月29日には

修理工事見学会が行われ、私も見学させていた

だきました。 

 地域の住民の中には、見学したいけど膝が痛

くて急な階段、坂道を上るのに自信がないから、

誘ってもらったったけど諦めてしまったという

声が聞かれましたし、私もまた見学させていた

だいて感じたことでもありました。 

 果たして、体に不自由さを感じたり、小さな

子どもを抱えた方々への配慮はなされているの

だろうか。車椅子やベビーカーを必要とする人

たち、バリアフリー、ユニバーサルといった誰

でも気軽に障壁、壁を感じることなく、安心・

安全に楽しく見学や利用のできる施設の設計に

なっているんだろうか、疑問に思いました。 

 米紙、アメリカの新聞ニューヨーク・タイム

ズに、2023年、行くべき52か所に盛岡市がイギ
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リスに次いで２番目に掲載された理由の一つと

して、人々が歩きやすいまちであるということ

を上げております。 

 観光目的で盛岡市を訪れた人にとっては確か

にそうなのだろうと思います。しかし、この遠

野市は、この地で暮らしを営む老若男女にとっ

てどうなのか、体に障がいのある方々にとって

どうなのか、国内外からの観光客が増えること

で、市内が活況に呈することは大いにありがた

いことで喜ばしいことであります。 

 しかしながら、真に歩きやすいまち、歩きや

すい観光地、観光施設について、私たち一人ひ

とりが改めて振り返ることがあってもいいので

はないかと質問させていただきます。 

 重要文化財、千葉家の改修工事の設計が車椅

子やベビーカーを必要とされる方々への配慮が

なされているのか、お伺いをいたします。 

○議長（多田勉君）  佐々木教育長。 

   〔教育長佐々木一人君登壇〕 

○教育長（佐々木一人君）  それでは、お答え

をいたします。 

 整備計画についてはこれからということにな

りますが、現在までの整備計画の状況について、

まず、お話をしたいと思います。 

 重要文化財旧千葉家住宅は、平成28年度から

平成７年度まで保存修理工事、すみません、令

和７年度までです。令和２年度から防災施設等

工事、さらに令和６年度から公開活用工事の設

計を受けまして、令和７年度から公開活用工事

を実施し、令和10年度に全面公開する計画で、

今、整備事業を進めているところでございます。 

 御存じのとおり、旧千葉家住宅ですが、江戸

時代に建てられた豪農の民家で、山裾の緩やか

な斜面に壮大な石垣を築いて、その上に巨大な

かやぶき屋根の曲り家、そして、周辺にはそれ

に伴う建造物が建つという城郭のような特徴を

持っている重要文化財の建造物でございます。 

 このような文化的価値をより多くの方々に体

感していただけるよう、バリアフリー化や安全

対策を講じた公開活用工事を、今、計画してい

るところであります。 

 公開活用については、令和３年３月に策定い

たしました重要文化財千葉家住宅保存活用計画

において、その中身について若干説明をしたい

と思います。 

 １つ目は、障がいのある人が利用できるよう

な駐車場を整備いたします。 

 ２つ目は、園路を通行しやすく、景観に配慮

した舗装をして、急傾斜地には緩やかなスロー

プを設けます。 

 ３つ目は、内部公開をしていくわけですが、

木製の可動型の段差解消スロープ等も設置いた

します。 

 ４つ目としては、納屋に車椅子利用者が使用

できるトイレを設けます。 

 このような整備概要となっております。重要

文化財の性質上、現状を大きく変更することは

できません。完全なバリアフリー化まではいき

ませんが、これからは専門家による助言を頂き

ながら、適切な設計となるよう努めてまいりま

す。 

○議長（多田勉君）  ４番昆明美議員。 

   〔４番昆明美君登壇〕 

○４番（昆明美君）  ユニバーサル、バリアフ

リーということで、この安全対策がなされてい

るとお聞きし安心しました。 

 再質問させていただきますが、車椅子用トイ

レを設置するということでありましたけども、

女性用トイレの中には、赤ちゃんのおむつ交換

とか、そういうふうな設置もお考えでしょうか、

お聞きいたします。 

○議長（多田勉君）  佐々木教育長。 

   〔教育長佐々木一人君登壇〕 

○教育長（佐々木一人君）  これから設計に入

りますので、今、昆議員の御指摘があった部分

は、担当者のほうに伝えていきたいと思います。 

○議長（多田勉君）  ４番昆明美議員。 

   〔４番昆明美君登壇〕 

○４番（昆明美君）  ぜひとも皆様方が安心・

安全に使用できる、そういう千葉家の施設に何

とかしていただけますようにお考えください。

計画をお願いという言い方は変かもしれません
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けども、念頭によろしくお願いいたします。 

 それで、前市長、本田敏秋市長の時代に、令

和２年２月に遠野市バリアフリーマスタープラ

ン、移動等円滑化促進方針が策定されました。

人とのつながりを実感できる共生のまちを目指

してとあります。高齢化により行動が困難な方

や、体に障がいがある方が自立した社会生活を

送ることができる、また、子育て世代が安心し

て子どもを産み、育てることができる社会環境

づくりは市の責務であります。 

 本マスタープランは、人とのつながりを実感

できる共生のまちを目指して、を基本理念に、

本市におけるバリアフリー化の推進に係る基本

的な方針を定めたものです。心とまちのバリア

フリー化を推進し、障がいのある人もない人も、

女性も男性も、高齢者も若者も、全ての人がお

互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰も

が生き生きとした人生を享受することのできる

共生社会の実現を目指すとあります。 

 我が遠野市で、バリアフリーマスタープラン

が策定されておりますことから、現状はどうな

のか振り返ることも大事と思い、質問させてい

ただきました。このバリアフリーマスタープラ

ンを常に念頭に置き、共生社会の実現に努力す

る市民の一人でありたいと思います。 

 それでは、大項目２点目に移らせていただき

ます。 

 次は、市長への質問とさせていただきます。 

 岩手県立遠野緑峰高校のプロジェクト研究に

ついては、皆様御存じのとおり、長年にわたり、

その努力の成果が評価されているところであり

ます。先般の11月27日に行われました遠野市農

林水産振興大会の席では、生産技術科７名によ

るプロジェクト研究発表が行われました。「復

活！伝説の「かざり飯」～ふるさとの味を未来

につなげる実践活動～」として発表がありまし

た。 

 附馬牛町で食の巧みの認定を受け、活動され

ておられました、今は亡き池田実さんが郷土料

理のおもてなしで伝えてこられた飾り飯の伝承

を引き継ぐという内容でございました。江戸時

代に季節の食材、生産物を御飯の上に乗せて、

薬味を添えて、すまし汁を御飯の上にかけて食

べる郷土料理ということです。彩りも華やかで、

ニンジン、大根、油揚げ、緑色のセリや三つ葉、

黒い色のノリやシイタケの甘辛煮、昆布でだし

を取ったすまし汁をかけますが、タンパク質が

不足しているということで、かつおぶしをだし

に加え、黄色い錦糸卵、赤い色のカニ風味のか

まぼこを使用した美しい彩り豊かな栄養面にも

配慮された丼ものです。 

 このように、緑峰高校では、今までも様々な

研究をしてきました。アツモリソウ、シラネア

オイの培養、ホップ和紙、エゴマ、琴畑かぶ、

ハヤチネなど、様々な幅の広い分野にわたり、

調査研究を進めてまいりました。 

 農業現場で働く方々からの声に耳を傾け、農

産物に付加価値をつけて、少しでも多くの農業

所得確保につなげようとするプロジェクト研究

がなされてきたと認識しております。 

 このような緑峰高校のプロジェクト研究を踏

まえた、遠野市としての展望、市長の思いをお

伺いいたします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  ちょっと今、たくさん

お話しいただいたので、どこの部分に対して思

いを言えばいいのかというのは若干ちょっと分

からない部分があります。ですから、勝手に私

の思いを話させていただきます。 

 今、いろんな取組をおっしゃったので、その

辺の説明は省きます。本当にこの前もエゴマ麺

とか、私の名刺もホップ和紙で作っていただい

たりして、いいなと思います。全国的にはもち

ろん高い評価を頂いているというところであり

ます。かざり飯もよかったです。 

 何よりも私がいいと思うのは、継続して取り

組んで、それをしっかりまとめて発表できると

いうことです。その発表は堂々としたもので、

この機会が多ければ多いほど、生徒たちは成長

するのではないかと思います。それこそ教育の

イノベーション、先頭だと思っています。です
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から、緑峰高校のこういった取組は遠野の自慢

であり宝だと感じております。 

 これまで教育に関する質問、今回も結構あり

ました。教育長がそのたびにお答えしてきたん

ですけども、高校の魅力化というのもあって、

その魅力化のまず一つとも考えられるだろうと

思います。今回、いろんな教育に関する取組の

説明が教育長からあって、新たな分野に、新た

な段階に遠野の教育は入っているというふうに

感じていただければ、なおいいなと思いました。 

 その中で、子どもたちの成績も、これ教育長

は言わなかったんですけども、検査の中では上

がっております。じわじわとその効果が出てる

と私は考えておりまして、その先に緑峰高校、

遠野高校を選択してもらって、遠野の高校、２

高がこれだけすばらしいものだぞというふうに

つながっていければなと考えているところです。 

○議長（多田勉君）  ４番昆明美議員。 

   〔４番昆明美君登壇〕 

○４番（昆明美君）  私もこの高校魅力化、遠

野高校も緑峰高校も魅力を感じていただいて、

できるだけ地元に残っていただいて勉強してい

ただく、ここで育っていって巣立ってほしいと

いう思いがたくさんあります。２高存続という

こともあります。 

 私が今回この質問をさせていただいたのは、

今まで緑峰高校がいろいろプロジェクト研究し

てきました。生徒さん方にすれば、次々と新し

いことに取り組んでいかないと、やっぱりいろ

いろそういう大会とかに出るのに、いつまでも

同じことは研究していられないということはよ

く分かります。 

 遠野市としては、今まで研究されてきた、私

が申し上げましたいろいろホップ和紙にしろ、

琴畑かぶ、今現在、かざり飯、これを何とか観

光と結びつけることはできないものなのかな、

継続してやることは大事だと思うんです。ここ

まで一生懸命調査研究し、このぐらいの実績を

上げてきたものが今までたくさんある中で、ど

うもこのホップ和紙にしろ、現在、今、ホップ

和紙を育てる会の会員が５名になったと聞いて

おりますけれども、何とか市の産業に結びつけ

ることはできないのかなという思いで、今回、

質問させていただきました。そこのところの市

長の思いをお聞きしたいと思います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  本当にいい試みだと思

います。まずは継続してチャレンジすることに

まず価値があります。そして、子どもたちの能

力が広がって可能性が広がる、これが第一だと

思います。その結果、そうした産物に関しても、

ある部分は商品化になっているものもあります。 

 ですから、私はこれをやったから全部市のほ

うが商品化しなさいということではなくて、こ

れをどうやって次につなげるかということ、こ

れは最初、私が市長になってから提案した一つ

の中にあるんですけども、高校の中に無理であ

れば、ちょっと違った形で法人化できないかな

と。そして経営というものを生徒たちにも携わ

ってもらっていって、実践を経験するというこ

とも非常に重要ではないかというふうに思いま

す。それを何かの機会があれば、みんなで話を

していって、もし、高校卒業する３年生、２年

生、会社をつくりましょうというようなことに

なれば、これはすばらしいことだし、また、６

次産業化、商品開発の中のプロジェクトの一環

としてそういうふうな考え方ができる、もしく

は商品を活用できる、これから発信できるとい

うものがあれば、結びつけてやるべきだという

ふうに思います。 

 いずれにしても、ニーズに合わせて可能性は

広がるし、やってみれること、これは増えてい

きます。ですから、これで終わりじゃなくて、

それぞれの方がその先までを考えた活動という

ふうに捉えて進んでいくべきだと思います。 

○議長（多田勉君）  ４番昆明美議員。 

   〔４番昆明美君登壇〕 

○４番（昆明美君）  私もぜひともそういう形

に進みたいと、自分、本人も。例えば、ホップ

和紙を育てる会の仕事、私、したことないので、

やったことないのに偉そうなことは言えないん
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ですけども、少しずつでも私も空いた時間、こ

ういうことに携わっていきたいなと思っており

ました。 

 現在、会員も５名に減ってしまっていると、

この間、お聞きしましたけども、今、農福連携

ということを先ほどもお話ししましたけども、

そういう体に障がいのある方、この社会に生き

づらさを感じている方々、そういう方々の何と

か手助けにならないか、こういうホップ和紙に

限らず、こういう仕事を何とかそういう方たち

に一緒になってできないものかなというふうに

私は考えております。 

 そこのところが、今までもう一歩踏み出すと

ころが足りなかったのではないかなという、私

自身そういうふうに思っていますけども、これ

で最後にしますけども、市長の思い、そこのと

ころをお聞きしたいと思います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  先ほど、教育長の質問

が終わって、私のほうの質問に移る前に、ユニ

バーサルなこと、昆議員のほうからいろいろ話

が出ました。遠野市はそういう方向を目指すん

だということです。その計画がある中で私は市

長に就任して、じゃあユニバーサルタウンとし

て本当に機能してるんだろうかということを確

かめて歩いています。朝もそうです。散歩する

ときも見ています。 

 私は、遠野市はユニバーサルタウンにはなっ

てないと、言葉だけのユニバーサルタウンだと

思ってます。つまり、立派な計画とキャッチコ

ピーはあるけれども、実が伴っていないという

ことです。これ、実を伴うようにしていきたい

というのが私です。私の考えです。ですから、

歩いてみてください。駅前、真っすぐの通りは

まだいいです。横に動いてみてください。歩道、

普段でも歩きにくいです。雪が降ったら歩けな

いです。これではユニバーサルタウンじゃない

んです。そういうところを一つずつ直していき

ましょう。 

 大工町の木の歩道もそうです。腐って、今、

落ちているところもあります。今、最大に危な

いのは東北電力の前の通り、ちょっと東北電力

の前からこっちに来たところ。もうかなり腐っ

ています。そういうところをしっかり対応して

いかなければいけない、それがユニバーサルタ

ウンの入り口です。 

 あえりあに行って、カウンターに行って、車

椅子の人が受付をしやすい状態にありますか。

ないですよね。顔です、あえりあは。表玄関で

す、そんなの。そういうところがユニバーサル

な形になっていないです。 

 段差もあります。役所の前の駐車場、以前御

指摘を頂いて、すぐ上のほうに造りました。御

存じですか、障がい者用の駐車場を新たに造っ

たのを。庁舎の下に。前のほうの駐車場は、あ

そこに車椅子を止めて降りても登れないです。

あれではユニバーサルにならないです。あれば

いいというものではない。 

 これらをしっかりと現実に合わせてやってか

なければいけない。それにはお金もかかります。

そのためにみんなで努力して、ユニバーサルタ

ウンに向かっていく、立派な計画がある以上、

何とかそれを実現させようと考えていかなけれ

ばいけないと思っています。 

○議長（多田勉君）  ４番昆明美議員。 

   〔４番昆明美君登壇〕 

○４番（昆明美君）  遠野市にはバリアフリー

マスタープランも策定されております。ここに

来て、やはり後ろを振り向いて、見直すところ

は見直して考えていかなければならない時期な

のだなと私も思いました。共生社会を一緒に、

この議会も市民も、全て行政もそっちの方向に

向かっていかなければならないときなのだなと

改めて感じる次第でございます。 

 私もそういう共生する社会を目指す市民の一

人でありたいと先ほども申し述べさせていただ

きましたが、そういう社会を目指す一人であり

たいと思います。皆様と一緒に考えていく遠野

市を目指して頑張りたいと思いますので、これ

で私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（多田勉君）  次に進みます。８番菊池
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浩士議員。 

   〔８番菊池浩士君登壇〕 

○８番（菊池浩士君）  菊池浩士でございます。

12月定例会一般質問をさせていただきます。 

 今回の質問は、大項目１つ目、部活動指導員

についてであります。教育長に４つのことを聞

いてまいります。 

 大項目２つ目は、各種の祭り、イベントの考

え方について、市長に２つのことを聞いていき

たいと思っております。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 今朝、家を出る前に、新聞を見てから行こう

と思って見ましたところ、地方紙に部活動指導

員や部活の地域移行の記事が掲載されておりま

した。とてもタイムリーな、私のために向けた

記事だなと思って、快くこの質問に入っていき

たいと思います。 

 まず、１つ目の部活動指導員についてであり

ますが、部活動指導員、あまり聞きなじみのな

い言葉ではありますが、説明も含めて少しお話

しさせていただきます。 

 文部科学省が行った教育勤務実態調査による

と、中学校教諭の部活に関わる１日当たりの勤

務時間は、平日、休日ともに10年前より増加し

ている。特に土日の勤務時間は１時間４分増加

し、２時間10分という調査結果が公表されてい

ます。 

 こうした調査結果から、部活動の長さが教員

の多忙化を引き起こしていることが問題となり、

適切な練習時間や休養日の設定など、部活の適

正化が主張されるようになり、また従来の外部

指導員、これはボランティアという形で行って

いる指導員ですけども、その活用のみでは教員

の多忙化軽減には不十分であることから、多く

の裁量を持った部活動指導員の制度が進められ、

2017年、教員の働き方改革の一環として部活動

指導員が制度化されました。 

 この制度が制定されて、現在は2023年ですか

ら５年が過ぎましたが、教員の部活顧問として

の負担を軽減することが目的で、これはどんど

ん増えていくものだと認識しておりましたが、

現在、市内中学校にはどれくらいの部活指導員

がいらっしゃるのか、また、他の市町村の状況

はどうなのか伺いたいと思います。 

○議長（多田勉君）  佐々木教育長。 

   〔教育長佐々木一人君登壇〕 

○教育長（佐々木一人君）  それでは、お答え

をいたします。 

 部活動指導員の役割等については、浩士議員

のほうからお話があったので割愛させていただ

きます。 

 市の取組についてお話をしたいと思います。 

 遠野市教育委員会では、部活動の適切な指導

体制を構築するため、平成31年２月に制定した

遠野市における部活動の在り方に関する方針及

び平成31年３月に制定いたしました遠野市部活

動指導員要綱に基づいて、中学校において部活

動指導員の配置事業の補助金を活用し、各中学

校に部活動指導員を配置しております。 

 本市においては、技術力の向上、あとは生徒

の健全育成、教員の負担軽減を図るため、令和

元年度から３つの中学校において３名の部活指

導員を配置し、事業を開始いたしました。現在

は５名を配置し、部活動の指導にあたっている

ところであります。 

 県内の状況でございますが、事業開始の平成

30年度には県内で14校14人でありましたが、令

和５年10月現在で22市町村の公立中学校71校で

139名が配置されており、配置数は増加傾向に

あります。 

 部活動指導員の成果でございますが、今年度

は、遠野中学校陸上部女子が東北中学校女子駅

伝において初優勝いたしました。同校のサッ

カー部が県中総体で３年連続優勝など、部活動

指導員を配置した部が成果を上げております。

 部活動指導員を配置することによって、学校

における部活動の指導体制の充実、そして教員

の負担軽減が図られているものと認識をしてお

ります。 

○議長（多田勉君）  ８番菊池浩士議員。 

   〔８番菊池浩士君登壇〕 

○８番（菊池浩士君）  分かりました。遠野市
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内で５名の方が部活動指導員として活躍されて

いると、県内も増加傾向にあるということを伺

いました。 

 クラブの数というのは、相当数あるんだと思

うんです。教員の負担軽減を目的とするのであ

れば、各クラブの数に部活動指導員が近づいて

いかないと、なかなか教員の負担軽減というと

ころにはつながっていかないのかなと。 

ただいま教育長から競技力が向上したとか

そういった部分をお話ししていただきましたけ

ども、この目的は、あくまでも教員の負担軽減

であって、競技力を向上させるために部活動指

導員を使いますという考え方ではないと思うん

ですが、事前に通告はしておりませんでしたが、

その辺のところをちょっと教育長に伺いたいと

思います。 

○議長（多田勉君）  佐々木教育長。 

   〔教育長佐々木一人君登壇〕 

○教育長（佐々木一人君）  議員おっしゃると

おりでございます。結果的に指導力が向上とい

うことになります。 

 基本は、やはり教職員の負担軽減、働き方改

革ということにあるというふうに認識はしてお

ります。 

○議長（多田勉君）  ８番菊池浩士議員。 

   〔８番菊池浩士君登壇〕 

○８番（菊池浩士君）  それでは、今後、遠野

市内では、この部活動指導員をもっと増やして

いくおつもりなのだとは思います。どういった

策をもって部活動指導員を増やしていくおつも

りなのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（多田勉君）  佐々木教育長。 

   〔教育長佐々木一人君登壇〕 

○教育長（佐々木一人君）  今後どのように増

員していくかという御質問でございますが、部

活動指導員の拡充に当たっては、やはり財源の

確保、それと指導員の人材確保が必要であると

いうふうに思われますが、現在のところ、なか

なか適切な人材が確保できないというような状

況が続いております。 

 一方で、部活検討委員会のほうを昨年設置い

たしましたが、その中で各中学校からは、生徒

数及び教職員数の減少によって、10年前の統合

した当時の部活動数を維持するのが困難な状況

となってきているというような御意見も頂きま

した。今後は、各中学校の生徒や教職員数、そ

して、教職員の負担軽減の観点を踏まえながら、

部活動指導員の適切な配置について、今後とも

検討していきたいと思っております。 

○議長（多田勉君）  ８番菊池浩士議員。 

   〔８番菊池浩士君登壇〕 

○８番（菊池浩士君）  実は私も部活動指導員

をしておりました。私は高校の、県の部活動指

導員でございますけども、38年間ボランティア

で外部指導員という形で活動して、60歳まで残

りの２年間を部活動指導員という形で指導させ

ていただきました経験から、なかなか成り手が

いないというのは承知しております。 

 市内には市の体協に各種目の協会が登録して

あります。その協会に多分求めていくのが、一

番、探し方としてはベストなのかなとは思いま

すけれども、現在、私もバレー協会のほうをや

っておりますが、これも極端に人員不足でして、

部活動指導員を出せるぐらい協会自体がしっか

りしていない。これはバレー協会だけでなくて、

他の協会さんも同じような状況にあるんだと思

います。だとすると、ほかに何か手段を持たな

いと、これは増えていくとは想像できません。 

 部活動指導員になるためには、いろんな資格

も必要なんです。資格を取るのにも費用がかか

りますし、時間も使いますし、成り手がない。

こういった問題を放置したままでは、何ら進展

していかない。ここの部分をどうするかが鍵な

んだと思います。部活動指導員の派遣要請とい

うのは、どこが主体になってそれを増やしてい

こうとしているのか。 

 私が思うに、今の状況ですと、ＰＴＡが何と

か自分の子どものために誰か指導してくれる人

いないかなと、ＰＴＡが探すような状況になっ

ています。学校でもなくＰＴＡが。そうすると、

もう限られた人にしかお声がけできないですし、

そこで断られると、もうどうしていいのか分か
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らないという状況で、あっという間の３年間が

過ぎて、うちの子どもらかわいそうな思いをし

たなというような結果が、ここ何年か見られて

おります。 

 それと、生徒がどんどん減って、単独のチー

ムが組めなくなっているという状況も見受けら

れます。これは学校単位の問題でなくて、もう

地域の問題として考えていかないと進んでいか

ないと思っております。 

 もう一度、その辺のことを踏まえて、教育長

の御意見を伺いたいと思います。 

○議長（多田勉君）  答弁に入る前に質問者に

確認します。質問者は、今、バレーと言いまし

たが、バレーボールですか、バレエですか。 

   〔８番菊池浩士君登壇〕 

○８番（菊池浩士君）  バレエじゃない。 

○議長（多田勉君）  ちゃんと答えないと議事

録が。訂正してください。菊池浩士議員。 

   〔８番菊池浩士君登壇〕 

○８番（菊池浩士君）  省略してしまいました。

踊るほうではなくて、バレーボール協会のこと

でございます。 

○議長（多田勉君）  それでは答弁、佐々木教

育長。 

   〔教育長佐々木一人君登壇〕 

○教育長（佐々木一人君）  浩士議員も長い間

バレーボールの指導員をなさっていたので、人

材不足というのは、多分、身をもって感じてい

らっしゃるのではないかなと思っております。 

 今年の６月に行われた中学校の中総体、そし

て新人選を見ますと、なかなか単独で部活を組

めないような状況の学校も出てきておるのは事

実でございます。やはり、近くの学校と合同で

練習をするということで、なかなか限られた時

間での練習にもなりますし、保護者の輸送の負

担等も考えると、あまりいい状態ではないのか

なというふうには思っております。 

 本来ならば、部活指導員をたくさん中学校に

配置をしていきたいのですが、やはり予算の問

題もありますし、専門的な指導ができる指導員

がなかなか遠野にはいないというのが現状でご

ざいます。この辺をやはり少しずつ増やしてい

く努力をしていかなければならないなと思って

います。 

 一番、人材について詳しいのは各協会の方々

だと思いますので、その辺との連携を図りなが

ら、人材育成のほうにも努めていかなければな

らないなというふうに思っているところでござ

います。 

○議長（多田勉君）  ８番菊池浩士議員。 

   〔８番菊池浩士君登壇〕 

○８番（菊池浩士君）  文部科学省は、2019年

度予算案で部活動指導員の予算を10億円用意し

たんだそうでございます。先ほど予算もなかな

かつかずというお話がありましたが、この文部

科学省のほうでは、これをどんどん進めようと

考えて予算も取っているところでございますの

で、ぜひ、この諸問題を解決して、前に進めて

いってくださればと思っております。 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。 

 現在の中学校の部活動は、少子高齢化や人口

減少による生徒の減少から、活動が難しくなっ

ているのが現実であります。それに対応する手

段として、部活動の地域移行という案が国から

示されております。今年の６月に、スポーツ庁

の有識者会議は、部活を学校から地域のスポー

ツクラブや民間団体などに移すための対応策を

まとめた提言書を室伏広治長官に提出し、令和

７年度をめどに移行する目標であるとの記事が

公表されております。 

 こういった話は10年ほど前から出てきており、

何の進展もなく現在に至っておりますが、市内

中学校の部活の現状においても、チーム競技に

よっては単独ではチームが組めず、合同チーム

での出場が多く見られるようになっております。

 また、種目によっては、学校の部活には登録

せずに、外部のクラブチーム等へ加入する生徒

が増えてきているのが現実であります。 

 令和７年度移行という国からの公表がありま

したけども、令和７年度はすぐです。これは時

間がもうないわけです。部活の地域移行という

検討をなされているのか、伺いたいと思います。 
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○議長（多田勉君）  佐々木教育長。 

   〔教育長佐々木一人君登壇〕 

○教育長（佐々木一人君）  ちょっと経過につ

いてお話をしたいと思います。 

 スポーツ庁と文化庁では、令和４年の夏に取

りまとめられました部活動の地域移行に関する

検討会議の提言を踏まえまして、運動部及び文

化部の各ガイドラインを統合した上で、令和４

年の12月に全面的に改定をいたしました。 

 改定の結果でございますが、意見募集した結

果、３年間の、３年間というのは令和５年度か

ら令和７年度までのことです。３年間の移行達

成は現実的には難しいという意見が相次いだこ

とから、令和５年度から７年度までの３年間と

していた公立中学校部活動の地域移行の目標達

成期間を見直すと、そして、地域の実情に応じ

た可能な限り早期の実現を目指すというような

ことが新たに明記されております。 

 本市においても、これを受けまして、令和４

年10月に関係団体による部活動検討委員会を設

置いたしました。そこで検討を進めております。

中身については、学校における持続可能な部活

動の在り方や部活動の地域移行など、子どもた

ちのスポーツや文化活動の機会を確保しながら、

部活動における教職員の負担軽減も実現できる

ような部活動の在り方を検討していくというこ

とで、検討委員会を設置いたしました。 

 現在までのところ、３回、検討委員会を開い

ております。令和４年11月に第１回目、令和５

年２月に２回目、そして令和５年10月に令和５

年度の第１回目ということで、合計３回部活動

検討委員会を開いております。 

 この検討委員会での議論や令和５年１月に実

施をいたしました児童生徒や保護者、スポーツ

少年団、競技別種目団体等を対象とした部活動

地域移行に関するアンケートの調査結果におい

ても、地域移行に向けては指導者の確保がやは

り出ております。あとは、活動に係る経費負担

の問題等、様々な課題が出てきているというこ

とを把握しているところでございます。 

 学校部活動については、近年、持続の可能性

という面で、その厳しさが増してきております。

人数が少なくなっているということでございま

す。生徒数の減少によって、学校単位での部活

動運営が困難になってきていること、それと、

学校部活動は任意加入となっております。全員

加入ではありません。学校以外のスポーツ、文

化芸術活動に取り組む生徒が見られるなど、子

どもたちの活動は多様化しており、今後はなか

なか学校部活動だけでは、中学生のニーズに応

えることが困難になることが想定されるところ

でございます。 

 現在の学校部活動の在り方や中学校の合同部

活動の検討に加えまして、これまで部活動検討

委員会において様々な議論をしてきたことを整

理しながら、地域移行に向けて検討をしてまい

りたいと思います。 

 将来的になりますが、やはり学校単位から地

域単位の活動に変えていくことが、だんだん減

ってきている遠野の子どもたちの中でも、継続

してスポーツや文化活動に親しむ機会を確保で

きるのではないかなということで、遠野市の実

態に即した地域移行の体制整備に努めてまいり

たいと思っております。 

○議長（多田勉君）  ８番菊池浩士議員。 

   〔８番菊池浩士君登壇〕 

○８番（菊池浩士君）  この部活動指導員の配

置のことについては、本当にいろんな問題があ

ることを承知しております。一つ一つ解決して、

やっぱり地域移行というところが最終段階の目

標であるならば、成り行きに任すというのは無

理な話なので、ご努力いただいて前に進んでい

ただきたいと思います。 

 それでは、教育長の質問はここで終わります

ので。 

 次に、大項目２つ目の質問に入らせていただ

きます。 

 各種祭りやイベントの開催における考え方に

ついてであります。 

 考え方なんていうと、何のことやと思います

でしょうけども、今年度市が関わる祭りやイベ

ントは、５月にコロナウイルス感染症の扱いが
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５類に移行されたことにより、計画された全て

の行事が開催されております。３年、４年と我

慢してきた市民の方々も楽しみにして参加し、

また、観覧に訪れるということを感じておりま

す。 

 こういった祭りやイベントを見るたびに、私

が感じたことを少しお話しさせていただきます。 

 私は防犯隊の活動もしておりますので、多く

の行事、祭り、イベントに出かける機会があり

ます。お年寄りを連れた家族や小さな子どもさ

んを連れた若い家族、とてもほほ笑ましい状況

も見受けられます。 

 その中で、体が不自由な方も見られ、大変そ

うだなと思いながらも何もできません。こうい

った方々に配慮された祭りやイベントになって

いるでしょうか、伺いたいと思います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  非常に大事なことだな

と思っております。遠野市、ユニバーサルのま

ちとして売っていきたいわけでありますけども、

なかなかできていないと。全体的にユニバーサ

ルにしていくためにはハードの整備が必要だと

いう部分もあって、難しいところはあります。 

 今のところ、大きなイベントとしての遠野ま

つりは、メイン会場が駅前通りであるために、

ややフラットで、見ているところ、付き添いの

方がいたりしながら何とかやっています。 

 私が今年気づいたこと、ちょうどいいタイミ

ングだなと思っておりましたが、これから来年

に向けての話が始まっていきます。私は障がい

者の方の観覧コーナーというのをつくろうと思

います。これは実行委員会で主催ですので、投

げかけていく、啓発していくということになり

ます。 

 今、本部と来賓席というのは、遠野まつりの

場合は向かい合って道路を挟んであります。こ

れはどちらかというと、同じ方向でいいなと片

方については、障がい者の方の観覧席というも

のを設ければ、より快適に見られるなというこ

とを今年感じておりました。来年に向けてそう

いう提案をしたいと思います。 

 ただ、八幡神社境内内でやるとして考えた場

合、階段等については、これは相当厳しい部分

があります。ただ、一つできるなと思っていた

ことは、境内の中に反対側から車が入れるとこ

ろがあります。そこから障がい者の方が入って

いける部分のエリアを準備することは一部でき

るなというふうに思いながら、今年、見ており

ました。それで、馬場めぐりとか、そういった

ものができればいいなと。 

 そのほか、個々のイベントについては啓発を

して、主催者の方にそういうふうな配慮をお願

いしますということを通達していきたいなと思

います。場合によってはできないこともあろう

かと思いますが、できるだけそういうことを始

めていく。 

 なぜ私がそう思ったかといいますと、ユニ

バーサルのまちにするためにハード整備をする

のは、相当これは時間も費用もかかるなと思い

ました。せめて、私も同じようにイベント等で

そういう配慮をして見られるようにしていくと

いうことで、取り急ぎやれる場所、やれるイベ

ント、これらを考えて実施していくというふう

に思います。 

○議長（多田勉君）  ８番菊池浩士議員。 

   〔８番菊池浩士君登壇〕 

○８番（菊池浩士君）  私の目で見たものと市

長が見たものと、同じ感想を持って見ていたん

だなと思って安心しております。 

 祭りやイベントには様々な方がいらっしゃい

ます。そのようなイベントを企画する際に想定

しておきたいことは、ユニバーサルデザインが

意識されて計画されているのか、障がい者、高

齢者に限定したバリアフリーという配慮だけで

なく、年齢や性別、国籍などを配慮して、いら

っしゃった方々が快適で参加しやすい場を提供

することで、参加者や旅行観光にいらっしゃっ

た方々の満足度を高めることができるのだと思

っております。 

 全てのことを整備して準備するのはお金もか

かるし大変ではございますが、企画側のおもて
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なしの気持ちが原点にあって、そこで整備し切

れなかった部分のカバーができるのではないか

と思っております。 

 これまでのイベント、祭りは、市民のための

行事として企画していればよかったわけですけ

ども、これからは観光でいらっしゃる旅行者や

外国人旅行者、または、地元企業で働く技能実

習生などの配慮も含めたユニバーサルな考え方

が必要になってきたと感じております。市長は

こういった部分、今、お答えの中にもそういう

部分はあったんですけども、もう一度、先ほど、

昆議員の質問の中にもございましたユニバーサ

ルという考え方、市長はどのようにお考えなの

か、お聞きしたいと思います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  今は遠野市民の思いや

りとか、そういうものに頼ったユニバーサルだ

と思っています。困ってる人がいたら、ちょっ

と行ってちょっと助けるかなと、どこさ行くと

か、そういうことが遠野市民の中にはある。だ

から何とか参加できる機会が多い。外国の方、

技能実習生の方は、今回も遠野まつりで神明さ

んですか、新町、神明、六日町、うち近くです

けど、そこのところで実習生の方が参加してい

ました。ほかにも参加していました。非常にい

いなと思っていたし、本当に楽しんでいました。

そういうところ、重要だと思います。 

 まず、大工町のところの木の歩道のことも、

もう就任してすぐ、少しずつ変えるぞという話

を始めましたけども、なかなか予算というのは

いろんなところに使わなきゃいけないから、す

ぐには回っていかないということも思いました。

同時に、どうすればいいかなというところで、

まずはそういうイベント等の配慮から始めたほ

うがいいなというふうに私もすごく感じており

ましたので、そういう形で進めていきたいと思

います。 

○議長（多田勉君）  ８番菊池浩士議員。 

   〔８番菊池浩士君登壇〕 

○８番（菊池浩士君）  本当、時代が変わって

きたというのは、もう私も当然感じますし、市

民の方々も、随分この技能実習生の方々が増え

ている、これからまだまだ何百人という数で増

えていくと想定されますと、本当にその人たち

の配慮も考えないと、いつまでもお客さん状態

で、まちの中で暮らしているという状況になっ

てしまうと思うので、そういった実習生も含め

た外国人への対応、地域での交わり方というか、

そういったものも含めて検討していただければ

と思います。 

 今まで、遠野市ではあまり考えなくてもよか

ったことがいっぱい増えてまいりました。これ

は時代の流れというものなのでしょうが、これ

に対応して、市長には時代を見据えた適切な判

断と決断、これを期待して、時間が大分残って

いますけども、私の一般質問を終わりたいと思

います。 

○議長（多田勉君）  ここで10分間休憩いたし

ます。 

   午後２時07分 休憩   

────────────────── 

   午後２時17分 開議   

○議長（多田勉君）  休憩前に引き続き会議を

再開いたします。 

 次に進みます。16番荒川栄悦君議員。 

   〔16番荒川栄悦君登壇〕 

○16番（荒川栄悦君）  荒川栄悦でございます。

通告に従い、小さな拠点の在り方について、市

長に対して一問一答方式により質問いたします。 

 私たち遠野市議会は、市民と議会の懇談会で、

９月の中旬から末にかけて、小さな拠点による

地域づくりの現状と課題、未来についてという

テーマで、各地区センターを回りました。また、

10月４日には、市の主催による小さな拠点にお

けるこれからの地域づくり講演会として、岩手

県立大学総合政策学部教授吉野英岐氏による小

さな拠点を利用したこれからの地域づくりと題

しての講演会がありました。 

 こうした２つの拠点に対する現状、課題、将

来について地域住民の悩み、吉野教授の検証を

踏まえて、私なりに地域住民の声を踏まえなが
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ら、この小さな拠点構想がさらによりよい方向

に向かっていき、新たな地域づくりの遠野スタ

イルになればよいという思いで、限られた時間

で、中項目５点に絞り、それぞれ何点か質問を

していきます。 

 最初に、行政区自治会への給付の在り方につ

いてです。 

 指定管理料、委託料として、各拠点の協議会

に対して人件費、地区センターの維持管理費等

の支払いをしているのに、なぜ、行政区自治会

に対しては、行政当局からの直接支払いになっ

ているのか、行政区自治会長手当、集落自治会

集会所の水光熱費等として支払われております。 

 本来、小さな拠点の運営組織、各地区セン

ターごとに組織名はいろいろあるようですが、

組織には会長以下、理事、事務局、職員、丸ご

と相談員とあり、行政区自治会長も理事であり、

理事会を構成しているのに、なぜ組織を経由し

ない支払いなのか、過去の行政区長時代の名残

なのでしょうか。新しい地域づくりがスタート

したのに、組織の機能が損なわれているという

声を聞きます。 

 また、吉野教授も講演で、現状の組織では不

十分、充実強化が必要、さらには法人化までも

目指すべきと指摘しています。市長の見解を伺

います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  毎年、小さな拠点を井

戸端会議で回らせていただいておりまして、そ

れを基に次の政策とか、やるべきことを整理し

たりさせていただいております。非常に私はい

いなと思っています。今度もまたやっていきた

いと思います。 

 その中で、この質問の項目を見たときに、こ

の荒川議員の御質問も参考にしながら次は回ら

せていただいて、その辺を問うべきものは問う

ということも併せながらやっていきたいなとい

うふうに感じていたところです。 

 地域運営組織を介した遠野市行政自治会支援

交付金の交付等についてということでございま

す。 

 これは、令和４年度から行政区再編に伴って、

市内各行政区・自治会の活動推進を図るととも

に、市民協働の発展に資するために、遠野市行

政区自治会支援交付金を全62行政区・自治会に

直接交付しているというものです。この交付金

は、自治会活動における重要な財源と認識して

おります。 

 継続して支援するが、交付方法については、

各集落自治会、各地域運営組織とも意見交換を

させていただきたいと思います。必要であれば

変えていくということです。このままでいいと

いう意見が多ければ、それでもよろしいかと思

っています。 

 地域運営組織の法人化についてでありますが、

私は無理やり法人化に向けるべきものではない

と思います。それぞれの考え方とか、法人化し

なくてもできることもありますので、地域が考

える方向性、これをしっかり捉えて、それに適

正な活動の仕方というものがよろしいかなと思

います。そこの上で、必要であれば必要なとこ

ろには様々な支援をしていくべきだというふう

に思います。 

○議長（多田勉君）  16番荒川栄悦議員。 

   〔16番荒川栄悦君登壇〕 

○16番（荒川栄悦君）  やはり、丸ごと相談員

は社協からの派遣である。例えば、この行政区

自治会長が直接、そういう交付を受けていると

なれば、市からの派遣なのかということにもな

ると思うんです。当然、論理的に合わないとい

うことだと思います。そこは指摘しておきます。 

 やはり法人化とか将来像というのは、当然、

求める姿、ゴールはあるわけですが、これは最

後には述べていきますけども、そこには時間軸

があるということだけは確かです。ですから早

急にじゃなくて、考え方を常に持っていくとい

うことだけは必要だと思っております。 

 次に、この組織と行政との関係について伺い

ます。 

 議会と市民との懇談会で言われたのは、市当

局の縛りが強過ぎるのではないのかという声で
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した。特にも、みんなで築くふるさと遠野推進

事業である300万事業も含めて、予算執行に対

して、あれも駄目、これも駄目ということだら

けで、事業を進める気がしなくなるということ

でした。 

 第２次遠野市進化まちづくり検証委員会によ

る地域コミュニティーの在り方に係る最終提言

でも、行政区の再編については、再編が必要と

しながらも、将来的には行政区を廃止し、自治

会と協議会と行政との連絡体制の構築といった

新たな仕組みに改める方向で進めるべきである

としています。 

 小さな拠点構想の機能強化が必要であり、着

実に活動し、地域の活性化を図っていかなけれ

ばならないのに不満の声が聞こえる。どのよう

な改善策が必要なのか、市長の見解を伺います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  これは本当に新しい取

組です。私も市長になる前にこういう段取りが

できているところに市長になってきました。そ

の中で、計画どおりにまずは進めようと。その

中で、いろいろお声があること、不具合もある

こと、この辺も大分認識をしました。そして、

さらには、もっと話合いをしていくということ、

これも必要だと感じています。今、あれも駄目、

これも駄目でやりにくいと言われているところ

があるとすれば、直接そういうところとは対話

をすべきだと思います。 

 何が使いにくくて何がどうなのか。私から今

見ると、指定管理のために出しているお金、そ

の中にも消耗品やいろいろある。担当課の気持

ちとすれば、300万円事業に関してはもっと柔

軟に、有効にその地域活動の特性を生かすよう

に使っていただきたいというものがあったとし

て、それらを、例えばごちゃごちゃの考え方で

申請が上がってきた場合は、これよりもこのほ

うがいいんじゃないかということはあり得ると

思います。ただ、基本的に、私も見ていて、上

がってきている事業の中に、あれも駄目、これ

も駄目というようなところは見受けられており

ません。 

 また、いろいろやりにくいとかそういうこと

もあったり、個人情報の件もあったりしました

けども、実際どうでしょう。地域が頑張ってい

て、私は、もう本当によくやっているなと思い

ます。丸ごと相談員の話もありましたけども、

そういう縦割りの考え方ではなくて、地域の

チームとして、皆さんよくやっているというふ

うに私は思いました。 

 敬老会の件、ありましたね、いろいろ。でも、

本当にどこに行ってもすばらしい。これが率直

な感想です。ですから、もう少しやっていって、

不具合をもっと明確にした上で変えていくべき

だと思います。じゃないと、全部不具合の部分

を確認する前にまた変えて、新たな形というふ

うになると、果たしてどうなのかなと。今の中

でやれることを全てやっているだろうかという

ところをまず見るタイミングではないかと、今

のところです。そういうふうに思っています。 

○議長（多田勉君）  16番荒川栄悦議員。 

   〔16番荒川栄悦君登壇〕 

○16番（荒川栄悦君）  やはり地域は当然、こ

の体制ができてから２年たとうとしている。頑

張っている。いろいろやろうとしているし、や

らなきゃいけないという思いでやっているはず

です。その辺で、やっぱり当局との行き違い、

考え方の差が若干あるのかなと、そういうとこ

ろがすり合わされていかなければならないとい

うふうに私は思います。 

 次に、２項目めの事務局職員の在り方につい

て伺います。 

 職員の勤務時間は週４日勤務であり、指定管

理契約期間３年間の契約、雇用計画であるよう

ですが、地域行事は日曜・祝祭日に開催される

ことが多いわけですが、休日出勤手当はなく、

代休でとか、残業についても週29時間勤務とい

う規則があり、残業時間の制限もあり、今の働

き方改革の動きに逆行しているようにも思いま

す。そのために職員の定着が難しくなっている

のではないかと懸念されます。 

 吉野教授の講演でも、スタッフの姿として、
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知識・技術のある人員の安定確保が難しい、少

人数の職場ゆえにリーダーの影響が大きい、短

時間勤務という外枠がある、欠員時の業務のや

りくりやカバーが難しいと分析している。この

ような職員体制について、市長の見解を伺いま

す。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  先ほどの質問の後で、

今、荒川議員がおっしゃったように、不具合の

すり合わせということがありました。これはや

らなくちゃいけないんじゃないですか、まずは。

それは、今の職員体制に関わることについても、

要するに相対的に小さな拠点の運営に関わるこ

とについてのすり合わせをするべきだと思いま

す。 

 その中で、直せるものはどうやって直すかと

いうことを、具体的に事例を挙げて判断して、

共通理解をしていくという動きが第一だと思い

ます。その先に、将来像、何をどうなすべきか

ということがあると思います。働き方改革とい

うことをうたっている今の状況ですから、当然、

働き方ということについては、またこれはまた

別の問題として重要でありますから、しっかり

と向き合っていかなければいけないことだと思

います。 

 そこで、職員の体制の現状については、担当

の市民センター所長に詳細を答弁させます。 

○議長（多田勉君）  海老市民センター所長。 

   〔市民センター所長海老寿子君登壇〕 

○市民センター所長（海老寿子君）  命により

答弁いたします。 

 地区センターの指定管理者制度または業務委

託への移行に伴い、各地区が地域運営組織を立

ち上げ、地区センターに従事する事務局職員３

名を雇用いただいております。 

 事務局職員の業務は、市職員が常駐していた

ときに担っていた、みんなで築くふるさと遠野

推進事業の企画立案、進行管理、地域づくり団

体の運営支援、各種行事の開催、生涯学習講座

の開催、備品の管理等に加え、地域運営組織の

経理を担っていただいております。 

 また、指定管理地区における事務局職員は、

それに加えて、施設の貸出し、施設の維持管理

に係る契約事務等も担っていただいております。 

 市では、社会教育や生涯学習講座に係る研修

会を定期的に開催するとともに、外部のセミ

ナーや研修会の情報も提供しております。 

 令和４年度には、実地調査を実施し、全地域

の役員、事務局職員から詳細にわたり聞き取り

調査を行い、課題を共有しております。 

 本年10月４日には、遠野市地域経営会議参与

である岩手県立大学総合政策学部吉野英岐教授

に、全地区の会長、事務局職員との意見交換を

行っていただき、「小さな拠点を活用したこれ

からの地域づくり」と題した講演会を開催し、

令和６年度からの第２期指定管理及び業務委託

に向けた提言を行っていただきました。 

 市では、今後も事務局職員の育成支援を継続

してまいりたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（多田勉君）  16番荒川栄悦議員。 

   〔16番荒川栄悦君登壇〕 

○16番（荒川栄悦君）  同じく吉野教授のお話

が出ましたけども、その教授が指摘しているの

が、私がさっき質問したことなので、その辺に

対してどう応えていくかということが大事です。

それが２年後だというのであれば、その２年間

かけてしっかり、お互いが話し合って決めてい

かなきゃいけないということなんだと思います。 

 次に移ります。 

 このことの解決、対策には、指定管理事業者

と当局との間にお互いの信頼を柱とした協議と

理解が必要と思います。今、聞きましたけども、

なぜ週４日勤務にしたのか、週２時間勤務にし

たのか、通常の週５日勤務にし、給与もそれに

合わせる。指定管理契約は３年であっても、職

員は継続勤務ができること、昇給やボーナス、

厚生福利の保障等、一般社会と同じ雇用形態に

することが必要だと思います。 

 このことについて、ダブるかもしれませんが、

市長の見解を伺います。 
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○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  そういう御意見は貴重

でありますし、頂戴しておきたいと思います。 

 事務局職員の人件費等については、積算の段

階では、市会計年度任用職員の人件費の考え方

であります。週４日、29時間勤務ということで

ございます。 

 運用面については、各地域の運営組織で協議

決定をしていただいておりますので、現に事務

局長は時間短縮をして、事務局職員は５日にす

るというふうな運用をしているところもありま

すが、その辺の工夫とか、いろんなことが出て

くると思いますので、貴重な御意見として伺っ

ておきたいと思います。 

○議長（多田勉君）  16番荒川栄悦議員。 

   〔16番荒川栄悦君登壇〕 

○16番（荒川栄悦君）  １つだけ言いますと、

吉野教授の指摘に、新しい制度が動き出した中、

多くの不安や疑問もあるという形で指摘してお

ります。安上がり行政に向かっているのではな

いかと、今後、民間の事業者の参入で競合しな

いか、運営の素人である住民組織で運営できる

のか、そういうような単純な疑問かもしれませ

んけども、専門家が見ても指摘したくなる事項

があるということだけは指摘したいと思います。 

 次に、みんなで築くふるさと遠野推進事業で

ある300万円事業について質問します。 

 小さな拠点の名称は、市内11地区それぞれ違

っていますが、ずっと私、協議会と言っていま

すので、ここでも協議会と総称していきます。 

 そこで、市当局は、地域計画に沿って各協議

会で均一に300万円を交付していきました。特

にもコロナ禍での時期でもあり、事業の中止や

縮小、延期等があり、予算をこなせなかった協

議会が多かったと思います。その余った交付金

は、期末に市当局へ返納しているのが現実です。 

 私は、この小さな拠点構想が推進されるに当

たり、交付金の在り方を以前に質問したら、執

行残は返納していただく、最初はそうなるが、

時期が来れば、残金は積み立てて、次年度の事

業に計画に、自由に使えるようになりますとの

答弁を頂いた覚えもあります。 

 ソフト、ハード両面での事業要求があります

が、こうした要求に、いつの時期に応えていく

つもりなのか、市長の見解を伺います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  具体的な要求があれば、

具体的に検討しなければいけないと思います。

具体的な要求をできるところに、今、来ている

のかどうかということは別としてです。 

 それから、今年度、各地域運営組織代表で構

成しております遠野市ふるさとづくり市民会議

の中で、提言によって会議内に検討チームを設

置し、300万事業の見直しについて協議してお

ります。その協議結果を踏まえて、市民の多様

なニーズに応えるために、使いやすい財源にな

るよう必要に応じて見直しを図っていきたいと

いうふうになっております。 

 私は、この300万円事業、これを見直すとい

うより、もっともっと積極的にこの300万事業

をやろうと取り組んでほしいと思います。例え

ば、イベントで使う、例えば、販売とか出店と

かのセット、これらも考えるとか、例えば、キ

ッチンカーとかもあります。様々な企画を出し

たらどうかなと思っています。そういう助言を

しているところもあります。 

 その中で、さらに自分たちの活動が厚みを増

していくとかということもできるわけですから、

もっとチャレンジしていくということをお勧め

したいと思います。その上で、足りなければ足

りない、使い勝手がこの部分悪いであれば悪い、

そういうことを直していけばいいと思います。 

 まだ見直すというところまで、十分に余るわ

けですから、余らせたりするわけですから、い

っていないなというふうに思っています。 

○議長（多田勉君）  16番荒川栄悦議員。 

   〔16番荒川栄悦君登壇〕 

○16番（荒川栄悦君）  やはりしっかりやって、

これもやる、あれもやった、いろいろやった、

足りなくなった、こういうことのほうが悩まし
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い問題になると思うんです。そこまでは、やっ

ぱりさっき言ったコロナとかそういった関係で、

ここまでは至っていないというのも現実あると

思います。 

 ただ、前にも言いましたが、そうなるにも、

やっぱり時間軸というのはしっかりみんな念頭

に置いていかないと、即こうならなければいけ

ないというふうに私が言っているように取られ

ても、それも困ることであって、やはり時間軸

を考慮した上で考えてもらわなきゃいけないと

思っております。 

 この300万円事業を計画するに当たっても、

当局との打合わせ段階からいろんな条件等が示

され、使い道が制限されて、思うような事業展

開ができないというようなことが多々あると聞

いています。 

 吉野教授も講演で、今回の検証で、地域づく

り活動においては、行政の関与によるところが

多く、そのことに地域住民も依存してきたとい

う現状が浮かび上がった。このことは、これま

での地域づくり活動が効率的に行われてきた反

面、地域の課題に対応する柔軟性を欠き、この

ままでは地域の継承や持続可能性が阻害される

ことが危惧されると述べています。 

 新しい構想が施行されたのに、当局は、旧態

依然たる対応をいまだに続けているようにしか

思えてなりません。さきに述べたように、お互

いの信頼に基づく協議と理解がここでも必要と

思います。 

 このみんなで築くふるさと遠野推進事業は、

指定管理料も含めて使途制限が強くて、協議会

活動がスムーズにいっていない。よその自治体

では、300万円事業が500万円だったりしている

ところもあるわけで、事業計画の策定段階で、

進化まちづくり検証委員会でも提案している。

地域の特性を生かし、かつ持続可能な地域コミ

ュニティーの実現を図るためには、その地域の

課題について住民同士が自ら話し合い、解決策

を考え、実践に移すといった一連のプロセスの

共有が第一であること、住民と行政が互いに理

解し、そのプロセスの構築につながるきっかけ

となる意見交換の場や勉強会などの機会の設定

を行政側が担うなど、新たな協働システムが必

要である。この理念の理解による地域住民主体

の行動を促すことこそ大事であると思います。 

 今まで、このような形の支援があったのかも

含めて、市長の見解を伺います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  吉野教授の御意見とか

分析というのは、これは学者さんから見る部分

もあって非常に有効であるし、担当課のほうで

も、要するに、いい意見だけではなくて、危惧

されることも聞きたい、伺いたいということで

お願いしたんだと思います。ですから、これら

のことは、当然、担当課のほうとしても頭に入

れて、荒川議員が言うとおり、時間軸を使いな

がらやらなければいけないと思います。今、

近々の変えるべき課題というところなのかどう

かということは、また別だと思います。 

 私は、まず現場の声、現場と担当課の間で、

今のようなところの議論を先にするべきだと思

っています。これをしなければ、今の時点では

外の声になってしまいます。それぞれの地域で

特性もあるし、困ってるところも違うかもしれ

ません。個々に対応していくように、担当課と

現場とすり合わせということを第一に考えてい

きたいと思います。 

○議長（多田勉君）  16番荒川栄悦議員。 

   〔16番荒川栄悦君登壇〕 

○16番（荒川栄悦君）  今のことに関連するん

でしょうが、次に、まちづくり協議会会長と地

区センター所長である協議会事務局長の立場に

ついて伺います。 

 吉野教授も講演で指摘していますが、協議会

という組織の理念の明確化、会長、副会長、部

会長等の理事は地域の経営者という立場、事務

局の業務は地区センターの管理プラス地域づく

り活動の企画、実施、地区センターにどれだけ

地域住民を呼び込めるか、業務としての各種団

体の事務局代行はできる限り効率的にと指摘し

ています。 
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 かつての市民センター、地区センター構想は

地域の各種団体の集合体で、そのリーダーが地

域づくり連絡協議会会長であった。しかし、今

回は地区センターから公務員がいなくなった。

そして新たな住民団体、協議会となって、地区

センターの管理運営と住民自治の拠点団体とし

ての役割を担うことになった。さらに建物は大

きくとも小さな拠点と呼ぶことになったと吉野

教授は指摘しています。 

 まさに地連協会長と協議会会長は役目が似て

いても、その地域経営の責任に大きな差があり

ます。この小さな拠点の協議会会長の責任の重

さと大きさを行政は協議会に与えておきながら、

いまだに行政主導の下に会長会議を主催し進行

していると聞きます。これも考えを改めるべき

ことであると思います。 

 例えば、県レベルで見ても、市長会とか市議

会議長会等トップの独立した権能を持つ合議体

がある。であれば、各町の小さな拠点の協議会

会長と事務局局長の２人体制の独立した合議体

があってもいいと思います。 

 そこでは、各町の運営の在り方の情報交換、

各町の課題解決の方法等の意見交換、そして共

通の課題等があれば陳情、要望等を当局に提案

することができる。つまり小さな拠点は当局と

対等であることが大事です。 

 吉野教授も講演の中で、小さな拠点で取り組

むべきテーマとして、現場のやる気を引き出す

環境整備が大事である。管理統制だけでは現場

が萎縮する。なぜ住民自身が地域の運営をする

のか、しなければならないのか、する必要があ

るのか、大事なのは人と人のつながりの間にあ

るコモンの重要性であると述べています。 

 行政のガバナンスは当然ですが、行政のサー

バントも大事ではないでしょうか。このことに

ついて、市長の見解を伺います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  大変失礼ながら、私は

一般質問というよりも、今、吉野先生が書かれ

た論文なり、その報告書なりに対しての意見を

聞かれているような気がしてしまうんです。も

し違っていたら大変申し訳ありません。 

 これはこれで分析して意見として受けて、そ

れで現場と担当課とすり合わせながらやってい

けばいいのではないかと私は思います。 

 ですから、今、吉野先生が分析されて、荒川

議員が今お話しされたことに対しての意見とい

うよりは、むしろこれも含めて、現場と担当課

でさらにすり合わせていく、果たしてそうなの

か、現場がそう思っているのか、現場はどう思

っているのか、何がやりにくいのか、どこを変

えればいいのかということを現実的に明確にし

ていって、議論ではなくて、それをまず直すと

いうことから始めるべきだと思います。 

○議長（多田勉君）  16番荒川栄悦議員。 

   〔16番荒川栄悦君登壇〕 

○16番（荒川栄悦君）  その指摘も当たってい

るとも思いますが、いずれこういう形がいいん

じゃないかということは吉野さんはまだ言って

いません。私はそこからこういう形があっても

いいのかなという思いで述べておりますので、

そこは理解をお願いします。 

 協議会と行政との関係について、市民との懇

談会での声で気になったところを聞いてきまし

たが、協議会には何としても行政の支援が必要

であることには変わりありません。地域の住民

自治が最終目的であってもしかりです。事務局

の仕事は、それでなくとも広範囲である。健康

教室から居酒屋までとなっています。膨大な団

体事務の代行業務があります。さらに、年間の

地域行事の企画実行があります。みんなで築く

ふるさと遠野推進事業の執行残の処理に税金が

かかり、会計処理が大変ですよと言いますが、

協議会で事業を起こして利益を出してもいいで

すよと、難しいことを簡単に当局は言っていま

すが、利益が出ればそこにも税金が発生するわ

けです。 

 また、協議会の職員給与の支払い手続もある

わけですが、こうした難しい手続の処理等でも、

当局には総務課とか税務課があるわけで、スペ

シャリストの支援があれば、担当の市民セン
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ターの支援ばかりでなく、協議会の事務処理も

楽になると思います。そのことにより、ふるさ

と推進事業も複数年の計画も可能になり、地域

活性化に大きく寄与すると思いますが、市長の

見解を伺います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  今のお話には疑問があ

ります。遠野市内では各所の団体があったり、

いろんな協議会もあったりして、立派に経理も

されています。中山間もそうですし、組合もそ

うです。これと比較したら、例えば、小さな拠

点で何かの収益事業をしたときの回数とか金額

とか、そういうものを比べたら、指定管理の決

まった経理とそれを考えた場合、多少増えるか

もしれませんけれども、難しくないと思います

し、利益が出たら税金を払うのは当たり前です。

 ですから、それは払えばいいんです。ただし

利益も出るんです。そういう考え方で向かって

いかなければいけないと思います。 

 ですから、そこを事務が市の場合は総務課が

ある、会計がある云々ではなくて、その中で会

計係であるとか、様々な取組の形を決めてやっ

ていく。また、全てを所長さん、会長さんです

か、それと局長さんがやっていくというだけの

ものでもありませんから、ここはやっぱり協働、

助け合いとか、共助とか、いろんなことをテー

マとして自慢できる遠野ですから、これみんな

でやっていくということをまずやったほうがい

いと思います。 

 例えば、敬老会でもその経理はあるんです。

そして、見ると、立派に関係者でチームワーク

よくやっています。私はその延長で全然できる

と思います。まずやってみましょう。最初から

今の段階で難しい、こうやらなきゃいけないと

いうことの前に、まずやるだけやってみましょ

う。ここを忘れては進めないと思います。 

○議長（多田勉君）  16番荒川栄悦議員。 

   〔16番荒川栄悦君登壇〕 

○16番（荒川栄悦君）  今の質問の件に関して

は、私、市民センターの担当者と話したときに、

税務処理が大変だからやらないほうがいいよと

いうような指摘を受けたので、それじゃどうな

のかなという話で私のほうから当局を指摘した

ことですから、そこはお間違いのないように。 

 各町の協議会活動が地域住民の自治を目指し、

地域が元気になることが大事です。さらに経済

活動も加わり、持続可能な地域づくりが推進さ

れることを目指し、そこに地域共生社会が実現

するためにも、市には遠野市市民協働指針があ

るわけですから、その指針を見直すことにより、

その理念の条例化が必要ではないかと思います。 

 それは、地域課題への対応やまちづくりを誰

がどんな役割を担い、どのような方法で決めて

いくのかを明文化したもので、自治体と地域の

仕組みの理念と基本ルールを定めた条例であり

ます。名称は遠野市住民自治条例でも、遠野市

市民協働条例でも、遠野市小さな拠点条例でも

よいでしょう。 

 ここまで小さな拠点の仕組みづくりを進めて

きたわけですから、将来ビジョンとしてのゴー

ルは、協議会による地域づくり、人づくり、健

康づくり、地域支え合いを目指しているわけで

すから、今までの流れをブラッシュアップによ

り、次の次元に進むためにも、この条例化は必

要不可欠と思いますが、市長の見解を伺います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  時間軸を持って、必要

であれば考えていくことだと思います。 

○議長（多田勉君）  16番荒川栄悦議員。 

   〔16番荒川栄悦君登壇〕 

○16番（荒川栄悦君）  以上で、私の一般質問

を終わります。 

○議長（多田勉君）  ここで10分間休憩を取り

ます。 

   午後２時56分 休憩   

────────────────── 

   午後３時06分 開議   

○議長（多田勉君）  会議を再開いたします。 

 次の一般質問に移ります。 

 ７番佐々木恵美子議員。 
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   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  佐々木恵美子でご

ざいます。 

 全国の超過死亡が増加、死亡数高止まり。こ

れは国の人口動態データ、この月報を基に調査

しているフリーの記者の方が、日本の人口減少

が加速していることに危機を抱いて情報を発信

している、そのメッセージです。遠野市の住民

の数も予測より加速していて、減少している。

私なりに調べて、そのように感じております。

 健康あっての日常です。市民の大事な命を守

る立場で、質問をしてまいります。 

 大綱１、コロナワクチン接種に関すること。

２年前、コロナワクチン接種が開始され、多く

の日本人が接種している状況です。本年９月20

日以降から、世界で初めてのＸＢＢワクチンが、

世界中に先駆けて、日本人に追加接種が進んで

いる最中です。日本人で人体実験、エビデンス

の収集かというふうに思っている方も数多くい

らっしゃいます。これまでのコロナワクチン接

種で効果があったという方もいるかもしれませ

んが、一方で、接種による副反応の事例、有害

事象は厚労省にどんどんと報告が上がっている

状況です。遠野市民の中にも接種後に体調を崩

されている方がいると、私の井戸端でも複数の

情報がありました。市民の命と暮らしを守る、

そのトップリーダーである市長に、コロナワク

チン接種に関する質問、そして答弁を伺いなが

ら、市民の健康づくりのために取り組んでいた

だきたいことを提言させていただきます。 

 なお、私の質問の目的は、コロナワクチン接

種の機会を阻むとか、奪うことではありません。

 不確かな中で進められてきた、この接種です。

最近は、国内外の研究者、医師から分かってき

たこと、その根拠が情報発信し始められました。

遠野市民に情報アップデート、新たに情報を加

えて自身で考えることにつなげていただきたい

ことが目的です。 

 まずは、コロナワクチンの安全性の把握につ

いてです。コロナワクチンの予防接種は法定受

託事務ですので、接種主体は遠野市になります。

当然ながら、安全性についてしっかりと把握す

ることは必須と考えますが、接種の安全性は確

認されているでしょうか。お伺いします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  難しい質問ですね。た

だ、コロナワクチン、国が推奨した。世界中で

ワクチンを接種している人たちがいる。反対意

見もある。その中で、国が安全性を100％と言

わずとも、副反応はあるよという下で推奨して

いるもの。これに対抗して安全性を確認する方

法は何があるでしょうか。それ以上の安全性は

どうやって確認しますか。国も相当の予算をか

けて安全性の確認をしているわけですけれども、

これ以上の科学的な、医療的な検知と費用がな

ければ、これ以上の安全性を確認する方法は市

町村にありますか。ないです。ですから、私は

国の安全性というものを、第一に信用します。

 その上で、副反応やいろんな意見があること、

こういうこともありますよということを明示し

た上で、個々の判断に委ねるというような判断

をさせていただいております。 

○議長（多田勉君）  ７番佐々木恵美子議員。 

   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  今の市長の答弁は、

リスクとデメリットをちゃんとしっかりと伝え

て、それで自己判断につなげて接種していただ

くということであるのかなと理解いたしました。 

 この後の質問にも出てきますけれども、厚労

省の中で、副反応において分科会をもって、い

ろいろと副反応について調査をしているわけで

すけれども、このワクチン接種を決定したのも、

この厚労省の分科会だというふうに思っており

ます。その分科会で、今、どのようなことに追

われているか、この後の質問にもつなげていき

たいと思います。 

 また、11月30日、アメリカのテキサス州の司

法長官が、アメリカファイザーが開発した新型

コロナウイルスワクチンの有効性の説明に偽り

があったとして提訴しましたことを、情報とし

て添えさせていただきます。 
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 そして、国内・海外の免疫学の先生や研究者

は、新型コロナウイルスの毒性の多くは、遅発

性、後から出てくるということです。長期間を

経てから健在化すると予測され、まさに時限爆

弾のようなものと表現しております。今、「ほ

ら、打っても何も起こらなかったわよ」という

方でも、10年間の自身の健康と老化の観察が必

要であると警鐘しているわけです。長期的な視

点で見ての安全性は、十分な考慮が必要と私は

感じております。ですので、遠野市民の長期の

健康観察が必要になってくるのではないかなと

思いますし、その手法についても考えなければ

いけないのではないかな、やるべきことである

のではないかなと考えます。これは意見でとど

めます。 

 次に、予防接種健康被害救済制度の申請と認

定についてお伺いします。コロナワクチン接種

は、任意接種のため、打つか、打たないかは自

己決定ですが、接種した後に健康被害が出た場

合、本人または家族が申請し、認定されると、

医療費の補助、障害年金の支給、死亡一時金、

葬儀料などが支払われる予防接種健康被害救済

制度があります。申請は自治体を通じて国へ申

請しますが、この健康被害救済の申請と認定に

ついて、全国の状況と遠野市の状況を確認させ

てください。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  予防接種健康被害救済

制度についての全国及び本市の申請状況等の質

問であります。その詳細について、所管する健

康福祉部長に答弁をさせます。 

○議長（多田勉君）  菊池健康福祉部長。 

   〔健康福祉部長菊池寿君登壇〕 

○健康福祉部長兼健康福祉の里所長兼地域包括

支援センター所長（菊池寿君）  命により答弁

いたします。 

 予防接種は、感染症の予防や感染した場合の

重症化を防ぐことを目的として実施しておりま

す。しかしながら、接種に伴って発熱や接種部

位の腫れなどの比較的よく見られる軽い副反応

のほか、まれに重篤な健康被害が生じることが

あります。 

 国では、新型コロナワクチンに限らず、予防

接種と健康被害の因果関係が認められた方を救

済するため、予防接種法に基づき、予防接種健

康被害救済制度を設けております。 

この救済制度に係る申請の窓口は、住民票

を登録している市町村とされており、申請受理

後に市町村が設置する予防接種健康被害調査委

員会での審査を経て、国の疾病障害認定審査会

で因果関係を判断する審査が行われることにな

り、認定までに数年を要する場合もあります。 

 給付の内容につきましては、議員も述べられ

ているとおり、健康被害により医療が必要とな

った場合の医療費・医療手当、障害が残ってし

まった場合の障害年金、亡くなられた場合の葬

祭料・死亡一時金があります。 

 令和５年11月13日時点において、国が新型コ

ロナワクチン接種による健康被害審査の審議対

象として受理している合計件数は9,328件で、

そのうち5,051件が認定となっている状況とな

ります。本市においては、これまでに新型コロ

ナワクチンに関する健康被害の申請を受理した

件数は４件であり、受理後の状況は、医療費・

医療手当での国の認定が１件、国の審査中が２

件、国への進達予定が１件となっております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（多田勉君）  ７番佐々木恵美子議員。 

   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  遠野市でも健康被

害申請された方がいらっしゃると、お聞きして、

本当に健康とは代え難いものです。健康被害の

救済制度がある。だから安心していいよとは言

いましても、元の健康体になるかどうかという

のは本当に分かりません。安心してくださいと

言えるものなのでしょうか。ただ、やはり医療

に関わる方、通院が伴う方にとっては、こうい

った制度を利用して、申請して体を回復させる、

そのための制度としては大変必要なことだと思

います。この申請は、重篤でなくても申請でき

るというものと承知しておりますが、接種希望
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書にサインして接種したから、自己責任だから

と思って、申請の相談ができないと思っている

方もいらっしゃるのではないでしょうか。この

辺、もう少し丁寧にアナウンスされてもよいの

ではないかなと意見として申します。 

 先ほど、全国の申請の受理件数と認定の件数

がございましたが、日々といいますか、結構、

しょっちゅう分科会がありまして、情報が更新

されているんです。11月24日にも分科会があり

まして、そこでの資料を見ますと、新たに、ま

た85件が認定されて、うち死亡認定が39件だっ

たと。その死亡認定の39件には、30歳と31歳の

基礎疾患がなく、突然死された報告がありまし

た。これまでの認定でも、子どもや若い世代の

死亡報告がありました。県内でも20代の女性が

接種後に亡くなりまして、接種を勧めたお母様

が、勧めた自分を責めていると悔やんでいる、

そのお母様のメッセージが地元の新聞の記事に

もありました。本当にこれは痛まれることです。 

 答弁にもありましたが、この健康被害の審査

が進まず、認定まで数年以上かかるということ

もあるようです。自治体によっては、申請され

た方に医療費などを一時立て替える、そういっ

た自治体も出てきたようですので、これは遠野

市でも今後用意しておくべき、検討しておくべ

きことではないかなと思います。これも意見で

とどめます。 

 次に、ワクチン接種のリスク情報発信につい

てお伺いします。ワクチン接種後の症状につい

て、医師から国に報告する副反応疑い報告制度

もあります。報告された副反応が疑われる症状

について、厚労省の検討部会の専門家がワクチ

ンとの因果関係を評価するワクチン接種の安全

性を監視するためのものです。これは健康救済

制度とは目的が違うようです。 

 11月21日付の全国版の新聞では、７月30日時

点で、医師から３万7,000件超えの副反応疑い

報告があり、うち9,000件は重篤な事例として

報告されているとの記事でした。報告ですので、

接種との因果関係は調査されていない段階です

が、このように国に報告が上がっているわけで

すから、このような副反応の情報は市民にしっ

かり発信するべきと考えます。市長の御所見を

伺います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  先ほど述べましたよう

に、接種することにより、重症化の予防効果、

メリットがある一方で、接種した部分の痛み、

倦怠感、頭痛、筋肉や関節の痛み等の副反応も

あるし、これが原因で死亡されたのではないか

というような事案もあるというふうにお答えし

ております。 

 ワクチンを希望する方への情報発信について

は、本当に重要だと思います。メリットと同時

にデメリットをお伝えするということは重要で

す。一方で、ワクチンを接種したいという方の

数が多いということも事実です。ですから、本

人の意思に委ねるということは重要なことだと

思います。ただ、私が最近疑問に思ったことは、

ワクチンの６回目の接種を進めているけれども、

ワクチンが足りないという話がありました。今

年のワクチンは終わりますということがありま

した。その大事なワクチンを打たなければなら

ないとしているのに、ワクチンが入ってきませ

んので終わるということは、どういうことなの

かなという疑問はあります。市長会に行ったと

きに、大臣が話をしていたので、いいかと思い

ますけれども、ワクチンが足りないのにワクチ

ンの接種を開始したと。足りなくなりますとい

うことは、もう聞かされておりました。思った

よりも早くなくなったという話になりました。

 ということは、今の時点では、さほど重要で

はないのかなと。そういうレベルに来ているの

かなということも推測できるという状況であり

ます。 

 いずれにしても、できるだけ市民の方々に情

報を共有していって、判断をしていただくとい

うことをしていきたいと思います。 

○議長（多田勉君）  ７番佐々木恵美子議員。 

   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  今の市長の答弁に
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も御紹介されていましたけれども、ワクチンが

不足している現状があるよと。それはどうして

かなという疑問も持たれている。これは国に対

しての疑問だと思います。私も遠野テレビでも

ワクチンの不足の状況、集団接種が中止となる、

その理由はワクチンが不足しているということ

をアナウンスされていましたので、それはどう

いった背景があるのかなというふうに思ってお

りました。担当課のほうに問合せをしましたな

らば、シンプルに、ワクチンが入ってくる量が

不足しているからだということでありました。 

 私が今から述べることは、市ではなくて国の

ほうになるかと思いますけれども、ワクチンの

不足している理由についても、あまり国からも

アナウンスがないわけですし、また、ワクチン

接種の検証についても、全く中間報告も何もな

いわけです。私は、市長にはこれは本当にやっ

ていただきたいなと思うことでもあるんですけ

れども、こういった、今、市長が疑問に思われ

たことも含めまして、やはり国に、これについ

てはちょっとおかしいんじゃないか、これはど

ういうふうに解釈していったらいいかというの

を、市民の命を守る立場の市長ですから、そこ

は盾になって、求めていくべきではないかなと

思うんですが、そこについての考えをお伺いし

てもよろしいですか。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  これは、私だけじゃな

くて、首長さんの中で、ちょっと変じゃないか

という話は出ております。ですから、私はこれ

も一緒に、首長さんたち、どうしてこれが足り

なくなる、打たなくてもいいのかということを

聞きましょうという話をしています。 

○議長（多田勉君）  ７番佐々木恵美子議員。 

   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  ここでの質問の内

容は、ワクチンの副反応の情報の発信をすべき

ではないかということでしたので、そこに触れ

たいと思うんですが、県内の自治体のワクチン

に関する情報の発信の在り方を、インターネッ

トでどのように発信されているのかなと調べて

みました。何種かのものを見たんですが、滝沢

市がすごく丁寧にホームページで対応されてい

るなと感じました。専門的な用語、例えば、

メーカーの違うワクチンを接種することを交互

接種というような呼び方をするらしいのですが、

それについての文言の説明であったり、すごく

細やかに情報をホームページで提供されている

なというふうに思っております。ただし、遠野

市におきましては、このインターネットで情報

を捉える市民がどれほどいるかと思ったときに、

それはかなり難しい状況であるのかなというの

は私も感じます。遠野市には遠野テレビという

武器もございますので、そういった遠野テレビ

を介してであるとか、また、広報で文字を大き

くして、分かりやすく、遠野市民の接種自己判

断につなぐ情報の提供に努めていただきたいと

思います。 

 次に、アフターコロナの健康づくりについて。

これは提言につなげていきたい質問としており

ます。全国では、ワクチン接種後の体調不良が

長引いている方も多くいらっしゃいます。症状

は多様です。体が鉛のように重くだるい、立っ

ているのがつらい、歩行のふらつき、長期の頭

痛、吐き気、自律神経に関わると思われる症状

など、自分にしか分からない倦怠感というのが

ありますよね。ただ、ほかの人にはその倦怠感

というのは分かりませんから、なかなか理解を

してもらえないという状況もあるように聞いて

おります。このような体調不良を抱えている市

民の相談対応はどのようになっていますでしょ

うか。お伺いいたします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  現在、この体制につい

ては、ワクチン接種後の体調不良の相談対応に

ついてとしまして、まずは、県が設置している

岩手県新型コロナウイルスワクチン専門相談

コールセンターを案内するということになりま

す。ほか、かかりつけ病院に相談していただく

こととしております。 
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 また、市では、相談者からの体調不良を含め、

不明な点等については、岩手健康フォローアッ

プセンターなどの関係機関に紹介することとし

ております。その後、紹介した相談者さんから

の再度の問合せは今のところはありません。 

○議長（多田勉君）  ７番佐々木恵美子議員。 

   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  県の専門相談につ

なぐとか、かかりつけのお医者さん、また健康

フォローアップセンターなどに紹介する、おつ

なぎする役割を果たしているということですけ

れども、何か少し冷たいなというふうに私は感

じました。 

 この接種というものは、自分から進んで接種

した方もいれば、本当は接種はしたくないんだ

けど、職場、職業柄、やらなきゃいけないと言

われて接種したんだ。だけども、こうやって副

反応が長引いてつらい。そういった方も結構い

らっしゃると思うんです。ただ、それを口に出

して言うことができない環境があるということ

も事実としてあると思うんです。そういう方た

ちに、やはり市としてちゃんとフォローする体

制というのは必要ではないかなと思うんです。 

 先ほど最後に相談者からの再度の問合せはな

いというふうにありましたけれども、問合せし

ても無理だなって、やはり遠野ではないんだな

というふうな諦めといいますか、そういった感

じを持たれている方もいらっしゃると思うんで

す。ましてや、市民が健康を壊している、体調

を崩している、その後どうなったかなという追

跡とか、そういった情報を集めることって必要

ではないんでしょうか。その辺についてはどの

ようにお考えになりますか。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  今、恵美子議員のほう

からは、こういう方があると思うんですという

ようなお話の中での質問でした。先ほど、当初

申し上げたように、安全性の確認とはというこ

とがありました。国が発信している安全性、こ

れらを、我々、まずは第１次的に信頼しなくて

どうするんだろうかと思います。その中で副反

応ということがあります。そうすると、その制

度の中で行っているわけですから、当然、何か

あったときの体制も国や県にもあるわけです。

それが準備されている、だとすれば、まずそこ

に、その流れで相談するのが筋だと思います。

 それで駄目な場合、かかりつけのお医者さん

にも相談する。市のほうにも相談があったけれ

ども、紹介して、再度はなかった。そのときに、

こういうふうに思っている人があるんじゃない

でしょうかということでしたけれども、もしそ

ういう方があるとしたら、これは再度、手厚く

相談に乗るべきだと思います。冷たいとの言葉

を使われましたけれども、それが今あるシステ

ムであって、それ以上に必要であれば、それ以

上の対策を取るのは市として当然のことです。

 ですから、こういう人がある、もしあるので

あれば、積極的に、その辺は相談に乗るという

ことをお伝えいただければと思います。 

○議長（多田勉君）  ７番佐々木恵美子議員。 

   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  ワクチン接種後の

各自治体の中におけるワクチン接種の副反応の

情報収集の在り方について、国のほうでもいろ

いろと対応を考えてきているのではないかなと

いうふうに感じております。この質問の通告を

した後に、厚労大臣が記者会見でもコメントを

入れていましたし、今、会期中の国会でも答弁

されておりました。心筋炎、心膜炎などの報告

しなければならない基準があるほかに、それ以

外でも副反応があるものについて、適切に報告

するよう、全国の自治体に依頼していく方向で

あるということを記者会見のコメントでも述べ

ておりましたので、これは何か、国のほうから

今後通達があるのかなというふうに感じており

ますので、その際は、ぜひ市民の様子について

も、市民の声を含めた情報提供を国のほうにし

ていただきたいなと感じます。 

 コロナ後遺症、ワクチン後遺症、コロナに罹

患して、その後、後遺症が残っている方、また、

これまでのワクチン後遺症の方を含む全市民の
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アフターコロナの健康づくりに取り組む自治体

があります。大阪の泉大津市です。泉大津市長

は、市民の知識をアップデートしましょうと市

民に呼びかけて、７月に健康づくりシンポジウ

ムを開催しました。目的は事実を伝えるという

ことです。泉大津市長は、泉大津市民にワクチ

ン接種に関する情報提供に大変努力されており

ます。ワクチン接種では知らなかったでは済ま

されないような内容が沢山あることから、現場

で一番市民に近い立場で関わっているリーダー

として、市民が健康づくりを学ぶシンポジウム

も開催しました。 

 また、新型コロナ後遺症、ワクチン副反応の

人を救いたいと、後遺症改善プログラムの展開

も進めています。ワクチン接種では、自己免疫

が低下する報告があることから、自己免疫力を

高めるためのプログラムメニューもそろえてい

ます。体の中をきれいにするデトックスや安心

できる場所の提案、必要であれば体への施術な

ど、約50人で実証したところ、血液数値などに

改善があったとのことです。ボディコンディシ

ョニングとか、アロマセラピー、伝統的ヨガ、

鍼灸、微弱な整体電波での施術、食事と生活指

導など、生活を見直そうというプログラムもあ

るようです。これは、医師や民間のインストラ

クターと協力し展開していますが、泉大津市の

アフターコロナの健康づくりに共感し、取り組

む自治体が増えております。 

 遠野市でも、これまでも健康づくり計画など

で市民の健康づくりに取り組んでいますが、コ

ロナ禍で下がった免疫力を高める新たな取組を

加える必要があると思います。泉大津市がこの

ような市民の健康づくりに取り組んでいるのは、

財政力があるからでしょうか。私は違うと思い

ます。市民と職員、議員も市民の命を守りたい

という強い思いがあるからだと思います。遠野

市でも、ぜひこのプログラムのような健康づく

りプログラムを取り組んでみませんか。市長の

御所見を伺います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  アフターコロナという

言葉がよくありますが、私は経済であっても、

その最中から考えていくべきだと思うし、ワク

チン、健康に関しても、アフターコロナではな

くて、通常の健康づくりにいかに取り組むか。

 免疫力のアップ、これもコロナになったから

ではなくて、日々取り組んでいかなければいけ

ないことです。そして、健康アンバサダーとい

う制度も遠野にあります。健康講座もやったり

しています。それから、地区センター巡回で百

歳体操とか、健康づくりをしたりもしておりま

す。今も、できることは、健康づくりのために

やっているほうだなというふうには見ておりま

す。その上で、何か必要なことがあれば、これ

は企画してやっていけばいいと思います。遠野

市でも様々な健康づくりを取り組んでいるわけ

ですから、食の改善等もしているわけですから、

これらを必要だと思えば、どんどん提案をして、

地区でもできるし、遠野市のほうでもできると

思います。 

 ただ、今、泉大津市のほうでこれをやってい

るから、この取組をしていくかというふうに言

われれば、泉大津市さんの取組がどういうもの

であるか、さらに、これはいつから始めたもの

で、それまではやっていたのかどうか、それか

らなぜしているのかということを考えなければ

いけないと思います。単純に、今、そういうふ

うに聞かれて、やりますというようなことでは

ない。通常の中で、市民の健康アップを図って

いくということを申し上げたいと思います。 

○議長（多田勉君）  ７番佐々木恵美子議員。 

   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  今の市長の御答弁

を、前向きな御答弁をいただいたと解釈してよ

ろしいでしょうか。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  私は常に前向きです。

申し訳ありませんが。これが駄目だということ

の検知に立った質問とか、考え方に対応してい

くということでもありません。私はしっかりと
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情報を収集してやるべきことをやると。それで

前向きに行く。これは当然のことです。よろし

いですか。 

○議長（多田勉君）  ７番佐々木恵美子議員。 

   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  前向きな御答弁を

いただきました。 

 泉大津市のプログラムに、私は遠野らしさを

加えることもできると思います。昨日もありま

したように、馬がいるわけですから、ホースセ

ラピーであるとか、乗馬も大変よろしいという

ふうに聞いております。また、研究者とか免疫

学者の先生がおっしゃるには、自然の中を歩い

たり、時間を過ごすことで、免疫力がかなり高

まるということを言われておりますので、それ

には遠野の自然、遠野の環境は大変適している

のではないかなというふうに感じております。

避難村というふうに称して、やはりコロナ禍で

痛んだ体を休めに、その適した場所に一旦移住

するというような動きもあるようですので、い

ろんなことが考えられるなというふうに感じて

おりました。 

 それでは次、大綱２の質問に進んでまいりま

す。職員の人事異動及び定年延長に伴う職員の

配置について伺ってまいります。従来の市の業

務だけでなく、最近はコロナ対策やマイナン

バーカード交付業務など、新たに行わなければ

ならない業務が複雑かつ多岐にわたっています。

円滑な行政事務を行うために、職員の人事異動

及び定年延長に伴う職員の配置について伺って

まいります。 

 市は、これまで定員管理計画に基づき、人事

管理を行っていると思います。例えば、平成17

年10月１日の新遠野市誕生から18年間で132人

削減し、今年の４月１日現在、327人で業務を

行っております。このことは、広報とおの10月

号でも紹介されています。132人削減といいま

すのは、例えて言うならば、遠野東中学校の生

徒が、今、これに近い数ですので、それがすぽ

っとなくなるような、徐々にですけれども、そ

のくらいの人数だよということでお伝えします。 

 まず、現状と課題について伺います。グラフ

が既に表示されているかと思います。こちらは

現在の職員の年齢構成の現状を可視化したもの

です。これは遠野市のホームページから確認で

きます。若年層の採用が少なく、世代に偏りの

ある職員構成ではないでしょうか。将来の市民

サービスへの影響が気になりますので、その点

について伺います。現状と課題についてお聞か

せください。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  現状、年齢別の現状と

いうのはこのとおりです。御覧になっていると

おりだと思います。課題としては、市民に、よ

りよいサービスを提供するということです。こ

れは年齢も何も関係ないです。市職員である以

上、同じようにしなければいけないと思ってい

ます。 

○議長（多田勉君）  ７番佐々木恵美子議員。 

   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  特に課題という捉

え方ではなくて、この職員数で、今後も市民

サービスを継続していくという解釈でよろしい

でしょうか。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  現状と課題、今あるも

のに関してはそのとおりです。ただ、どうやっ

ていきたいかということは別です。例えば、今、

職員数は足りないと思います。会計年度任用職

員さんにいろいろお願いしている。数も多いと

ころです。今度は、その臨時の職員さんにも同

じようなプライドと責任を持って仕事に当たっ

てもらえるような体制にしたいとに思っていま

す。 

これは先日、総務企画部長をはじめ、課長

たちと打合せをしたときに申合せをしたことで

す。明らかに人は足りません。ですから、そこ

は会計年度任用職員さんにお手伝いをいただく。

ただ、単にパートタイムで働くという感覚の仕

事ではないようにしましょうということを申合
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せしております。それでなければ、サービスは

低下します。サービスを向上させるために、そ

ういう考え方をしております。 

 年齢構成について、40歳前後の方が多いです。

20代、30ぐらいまで少ないです。そして48ぐら

いの方も少ない。年代別に、多い、少ないとい

う話をしても、20年前に採用した人のことを言

ってもしょうがないです。ですから、私は年齢

で仕事も判断すべきではないと思っています。

 ただ、職務がありますので、係長とか課長さ

んとか課長補佐さんとか、これはあります。で

すけれども、同じように責任を持ってやるべき

だというふうに思います。 

 それから、採用についても、若干、年代的に

も柔軟に捉えて入れていくべきだというふうな

考え方で採用基準をつくっております。 

○議長（多田勉君）  ７番佐々木恵美子議員。 

   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  職員の不足は感じ

ているけれども、そこは会計年度任用職員さん

に戦力になってもらって、市民サービスを提供

していくという御答弁だったと思います。私は、

グラフを見て感じたのは、職員の年齢が高めに

なってきていて、若い世代が少なくなってきて

いる。そこをどういうふうにやっていくのかな

と思ったところでありますけれども、先ほど答

弁の中で、職員の新規採用についてもありまし

たので、次の質問で職員の新規採用と人事異動

について、お考えを伺ってまいります。 

 職員の新規採用について。新規採用試験は、

昨年も今年も７月に前期、９月に後期と年２回

実施しています。年に２回の実施としている理

由をお聞かせください。 

○議長（多田勉君）  答弁の前に、本日の会議

時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延

長いたします。 

 それでは答弁。多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  職員の採用、これは応

募が少なくなっています。私も事あるごとに、

職員募集、立候補してくれというような、何も

できないけれどもということを話をしたいなと

思って、言ったりもしております。なぜこんな

に人気がなくなっているんだろうかと。合格し

ても入らない方もいます。これは本当に悩まし

いところです。 

 また、適材適所ということをしていかなけれ

ばいけないし、少ない人数でも一生懸命やって

いくということが基本にあるということを、ま

ずお知りおきいただきたいと思います。その上

で、今の状況を総務企画部長から答弁させます。 

○議長（多田勉君）  鈴木総務企画部長。 

   〔総務企画部長鈴木英呂君登壇〕 

○総務企画部長（鈴木英呂君）  職員の新規採

用試験の状況について、命により答弁いたしま

す。 

 令和３年度までは、基本的に年１回、９月に

採用試験を実施しておりましたが、令和４年度

は３回、令和５年度は２回の試験を行いました。

 令和３年度までは、高校卒業予定者への求人

開始の時期が定められていたことから、募集解

禁日を待って、９月に試験を行っておりました。

 しかし、大学卒業予定者の就職活動は、民間

企業や他の自治体においては年度当初から活発

に活動している実態があったことから、当市に

おいても、有能な人材を確保する観点から、時

期を早めて、複数回の採用試験を行うこととし

たものです。具体的には、７月は有能な大学卒

業予定者や即戦力としての社会人を確保するこ

ととし、公務員の一斉試験日である９月は、高

校卒業予定者を含めて、遠野市採用を第１希望

とする熱い思いを持った人材を確保することを

目的に実施しております。さらには、予定して

いた人材が確保できなかった場合は、３回目も

実施することとしており、今年度は２回目まで

でおおむね予定の人員を確保できたことから、

３回目は実施しないこととしております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（多田勉君）  ７番佐々木恵美子議員。 

   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  詳細な御答弁あり

がとうございます。熱い思いを持った人材の獲
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得に向けて取り組んでいるということでした。

また、先ほど市長の答弁には、応募が少ない、

合格しても入らないという状況も確認できまし

た。 

 募集開始の時期については、大卒者に関する

応募は早めるべきではないかなというのは、以

前、過去の議会の中の委員会でも、委員の中か

ら出た意見でもあったかと思います。それに取

り組んでいるということも確認できました。今

後はインターンシップにも取り組んで、市役所

の行政の仕事を理解してもらうということも取

り組まれてはいかがかなと、意見としてお伝え

します。 

 次に、人事異動についてお伺いします。人事

異動に当たっては、適材適所ということもあり

ますが、特定の課に複数年とか、長期間在籍し

ている方もいらっしゃると思います。20代から

40代は、いろいろな課で業務内容の知識や経験

を身につけることも必要だと思います。自分は

どの課で仕事をしてみたいか、本人の意向を調

査し、これを参考にして人事異動を実施するの

も一つの方法かと思います。市の人事異動の基

本はどのようになっているのか、お伺いします。 

 また、異動の配属先での業務の習得について、

どのように取り組まれていくのでしょうか。 

○議長（多田勉君）  恵美子さん、時間も迫っ

ておりますけれども、時間がないので、要点を

絞って、聞きたいところを絞って質問してくだ

さい。 

○７番（佐々木恵美子君）  議長、お示しくだ

さいましてありがとうございます。 

 人事異動についてお伺いしたいのは、市の人

事異動の基本はどのようになっているのかとい

うことと、また、異動の配属先での業務の習得

について、どのように取り組まれているのでし

ょうか、お伺いします。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  人事異動に関して、こ

れについては総務企画部長から答弁をさせます。 

○議長（多田勉君）  鈴木総務企画部長。 

   〔総務企画部長鈴木英呂君登壇〕 

○総務企画部長（鈴木英呂君）  人事異動の基

本方針と、異動後の業務の習得について、命に

より答弁いたします。 

 人事異動の基本方針では、具体的な人事異動

の実施基準として、同一職場での在職年数によ

って、職階ごとに積極的に異動の対象とする年

数を定めております。主に、採用から引き続き

３年以上在職する者、主事、主任級で５年以上

在職する者、課長補佐級、係長級で３年以上在

職する者、課長級で２年以上在職する者などで

す。異動後は、実際に市民の皆様に対応しなが

ら業務の習得を行うこととなり、前任者や職場

の同僚とコミュニケーションを取りやすい職場

環境づくりや組織的なフォローの体制づくりが

必要です。 

 第３次遠野市人材育成基本方針を定め、職務

の階層、職種及び担当業務の内容によって求め

られる能力を身につけるため、計画的な研修実

施に取り組んでおります。また、各課では制度

改正や情勢の変化に応じて業務が遂行できるよ

う、随時、研修への参加や他自治体、関係機関

等との情報交換を行っております。それらを研

修実施計画として取りまとめ、広く職員周知す

ることで、能力向上の機会を組織全体の人材育

成に活用する取組を進めております。 

 課題としては、異動後の体調管理、異動希望

とモチベーションの維持、様々なハラスメント

対策など多岐にわたるものの、それらの一つ一

つの課題や職場における状況を把握し、適切に

対応しながら、今後も適材適所の人事配置に努

めてまいります。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（多田勉君）  ７番佐々木恵美子議員。 

   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  異動後は、実際に

市民の皆様に対応しながら業務の習得を行うこ

ととなるようですけれども、これは本当にいろ

いろと大変な面があるのではないかなと思いま

す。ぜひ実務研修を、時間を取って研修をされ

ることも御検討いただく必要があるのではない
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かなというふうに、これは意見としてお伝えし

ます。 

 次に、最後の質問です。定年延長に伴う職員

の配置について伺います。令和６年度から職員

の定年が延長されます。本人の意思を前提に、

60歳以降は役職が解かれ、一般職として働くこ

とができるということです。専門性にたけてい

たり、経験値が高い方々をどのような配置とす

るのか、お考えを伺います。 

○議長（多田勉君）  多田市長。 

   〔市長多田一彦君登壇〕 

○市長（多田一彦君）  人事異動、先ほどのと

ころで研修とかということがありました。でき

るだけ、市役所はマルチタスクですから、いろ

んなことをできるようにしなければいけないと

思います。もし、何か不具合を目にしたり、耳

にしたようなことがあるのであれば、恵美子議

員は市会議員でもありますから、その辺のとこ

ろはいろいろ、逐次、提案していただいたりす

ればよろしいかなと。そして、できるだけ市民

にサービスが低下しないように提供していくと

いうのは、これは義務ですから、そういうふう

に努めていきたいと思います。 

 それと、今、定年延長に伴う職員の配置につ

いてということです。職員の定年については、

令和５年度から段階的に65歳まで引き上げるの

に伴い、60歳での役職定年によるフルタイム勤

務、定年前再任用制度による短時間勤務、高齢

者部分というのも、なかなか60歳で、言葉があ

れなんですけれども、高齢者部分休業制度など

を利用した柔軟な働き方など、多様な選択がで

きるように制度を整備しました。職員生活にお

いて培った専門的な知見や技術・経験などを十

分に生かせるような人事配置を行うために、遠

野市高齢期職員の活躍推進に関する取組方針を

定めました。該当職員との面談などを通じて、

意向を確認するとともに、各職場のニーズを踏

まえた上で配置を行います。 

 具体的には、４つの区分で役割を担って活躍

することを期待しております。 

 第１に、職場の業務サポートに臨機応変に対

応し、柔軟に活動できる人材として配置するこ

と。プラチナルームスタッフ。 

 ２つ目は、特定分野に精通した経験を踏まえ

て、専門職として配置すること。スペシャリス

ト。先ほど恵美子議員もスペシャリストという

言葉を使っていらっしゃいました。 

 ３つ目は、経験を生かし、若手職員への知識

や技術の継承を目的とする指導者として配置す

ること。インストラクター。 

 ４つ目は、緊急課題に対応するプロジェクト

の立ち上げや、重要課題に対応する特命として

配置すること。プロジェクトリーダー。 

 新規採用による人材確保、効果的な人事異動、

経験豊かな高齢期職員の活躍推進、職員の適正

な配置など、職員が能力を十分に発揮すること

で組織力が向上し、市民サービスの充実につな

がるように、様々な角度から取組を進めていき

たいと思います。また、進化させる部分があれ

ばしていきたいと考えております。 

○議長（多田勉君）  ７番佐々木恵美子議員。 

   〔７番佐々木恵美子君登壇〕 

○７番（佐々木恵美子君）  御答弁の中で、高

齢期職員というワードが出てきまして、私も間

もなく高齢期議員の域に入るのかなというふう

に、ちょっと、どきっとしました。 

いろんな４つの区分を設けて配置するとい

うことでしたが、本当に今まで培ったスキルも

多くありますし、継続している事業や立ち上げ

たばかりの事業もあるかと思います。後進とい

いますか、職員のお力となって、市民サービス

の維持向上にもお支えいただきたいなというふ

うに思います。願っております。 

 私の一般質問を終わります。 

────────────────── 

   散  会   

○議長（多田勉君）  お諮りいたします。本日

の会議はここまでとし、散会いたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（多田勉君）  御異議なしと認めます。

よって、本日はこれにて散会いたします。御苦
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労さまでした。 

   午後４時01分 散会   
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